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歯科口腔保健推進検討部会設置要綱 

制定 令和元年７月 29 日健保事第 1204 号（局長決裁） 

最近改正 令和５年３月 24 日 健保事第 3956 号(局長決裁) 

（目的） 

第１条 この要綱は、歯科口腔保健の推進に関して専門的見地から検討するため、横浜市歯

科口腔保健の推進に関する条例（以下「条例」という。）第 11 条及び健康横浜２１推進

会議運営要綱（以下「要綱」という。）第７条第１項に基づき設置する「歯科口腔保健

推進検討部会」（以下「検討部会」という。）の運営に関し必要な事項について定めるも

のとする。 

（検討事項） 

第２条 検討部会は、次の事項について検討を行うものとする。 

（１）歯科口腔保健の推進に関する事項

（２）その他必要な事項

（構成） 

第３条 検討部会は、要綱第７条第２項に基づき、健康横浜２１推進会議（以下「推進会議」

という。）の委員及び要綱第４条に基づき市長が任命した臨時委員のうちから推進会議

の会長が指名する者をもって組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた時の補欠委員の任期は

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（部会長等） 

第５条 検討部会に部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長は、委員の互選によりこれを定める。副部会長は、委員の中から部会長が指名

する。 

３ 部会長は、検討部会を代表し、会務を掌理する。 

４ 副部会長は、部会長が欠けたとき、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条  検討部会の会議は、部会長が招集する。ただし、委員任命後、部会長選出前の検討

部会の会議は、推進会議の会長が招集する。  

２ 部会長は、検討部会の会議の議長とする。  

３ 検討部会は、委員の過半数の出席により開催する。  

資料２

2

00880336
テキストボックス
　資料２ー１



４ 検討部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、検討部

会の部会長の決するところによる。  

５ 検討部会を欠席する予定の委員は、第２条に関する意見を書面により事前に提出する

ことができる。  

（会議の公開） 

第７条  横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成１２年２月横浜市条例第１号）  

第 31 条の規定により、検討部会の会議については、一般に公開するものとする。ただし、

委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。  

（意見の聴取等） 

第８条 部会長は、検討部会の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、そ  

の意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。  

（推進会議への報告） 

第９条 検討部会は、会議内容を推進会議へ報告するものとする。  

（守秘義務） 

第 10 条 委員及び関係者は、検討部会の運営上知りえた秘密を厳守するとともに、これを

他に利用してはならない。  

（庶務） 

第 11 条 検討部会の庶務は、健康福祉局健康推進課において処理する。  

（委任） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、部会長が検討

会の会議に諮って定める。 

附 則  

（施行期日） 

この要綱は、令和元年７月 29 日から施行する。  

附 則  

（施行期日） 

この要綱は令和５年４月１日から施行する。  
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横浜市歯科口腔保健推進計画

1　策定に当たって

（１）趣旨
　市民の生涯にわたる歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、歯

科口腔保健の推進に関する計画（歯科口腔保健推進計画）を策定します。

（２）背景
　歯と口腔の健康は、生活の質や心身の健康を保つ基礎であり、人生100年時代を迎え、生涯を自分

の歯で過ごし、健康を維持していくために、ライフステージに応じた取組はさらに重要です。このような

状況から制定された「横浜市歯科口腔保健の推進に関する条例」（以下「条例」という。）に基づいて、

歯科口腔保健推進計画を、横浜市の総合的な健康づくりの指針である「第３期健康横浜２１」において

一体的に策定します。

（３）目的
　健康で豊かな生活の実現に向け、歯と口腔の健康づくりに市民自らが取り組めるよう、行政、関係機

関や団体がそれぞれに求められる役割を十分理解し、相互連携のうえライフステージ等の現状や課題

に応じて、歯科口腔保健の推進に取り組むことを目指します。

（４）計画期間
　令和６年度（2024年度）から令和17年度（2035年度）

（５）位置付け
　 「健康横浜２１」の歯・口腔分野の取組としての位置付けや、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」、

「横浜市教育振興基本計画」、「横浜市高齢福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画」、

「横浜市障害者プラン」、「横浜市地域福祉保健計画」、「よこはま保健医療プラン」、「横浜市国民健

康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」及び「横浜市国民健康保険特定健康診査等実施計

画」等の関連する計画と連携して取り組みます。

　また、「歯科口腔保健の推進に関する法律」に基づく「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」、

「神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例」の施策の方向性や、数値目標を参照するなど、整合性

を図りながら推進します。

2　歯科口腔保健の現状と取組の方向性

（1）横浜市における歯科口腔保健の現状　
ア これまでの取組

横浜市では、平成13年（2001年）に健康増進法に基づく市町村健康増進計画として「健康

横浜２１」を策定し、ライフステージに応じた生活習慣の改善に取り組むべき事項の１つとして「歯

の健康」の分野を設定しました。
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　平成31年（2019年）、「条例」が制定され、各ライフステージや、妊婦や障害がある人など特

化した取組が必要な対象像の現状や課題に応じた歯と口腔の健康づくりを推進しています。特

に、成人期以降については、「第２期健康横浜２１」の中間評価（平成29年度（2017年度））に

おいて、歯周疾患予防や口腔機能の低下（オーラルフレイル）の予防に重点的に取り組む必要

があることが確認されたため、これらの取組を推進しています。

　令和２年度（2020年度）末、歯科口腔保健推進計画の策定に向け、「横浜市歯科口腔保健　

令和３年度から令和４年度の取組」をまとめ、その推進に当たり、各ライフステージ等に応じた指標

（以下「取組指標」という。）を設定しました。

表5-1　「取組指標」一覧

対象 指標
乳幼児期 ３歳児でむし歯のない者の割合
学齢期 12歳児の１人平均むし歯数

成人期
40歳代における進行した歯肉炎を有する者の割合
過去１年間に歯科健診を受けた者の割合
妊婦歯科健康診査受診率

高齢期
60歳代でなんでも噛んで食べることのできる者の割合
80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の割合

要介護高齢者 介護老人福祉施設・介護老人保健施設での定期的な歯科検診実施率
障害児及び障害者 障害（児）者入所施設での定期的な歯科検診実施率

イ 現状と課題

（ア）ライフステージ・対象像ごとの現状と課題

a　妊娠期

　妊娠中は、ホルモンバランスの変化や「つわりで歯みがきができない」ことが口腔に影響し、「歯ぐ

きからの出血」や「むし歯」等、口の中の困りごとが生じやすい時期です。妊婦歯科健康診査の令

和３年度（2021年度）における受診率は43.0％であり、横浜市の目標である40％を達成しました

が、妊娠期は歯と口腔の健康に関する重要な時期のため、引き続き啓発を行うことが必要です。

出典：地域保健・健康増進事業報告
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b　乳幼児期

　令和３年度（2021年度）の３歳児健康診査における「むし歯のない児の割合」は93.0％であ

り、乳幼児期のむし歯のない児の割合は増加傾向にあります。むし歯がない児が増える一方で、

一人で多くのむし歯がある児も存在しています。

　乳幼児期は、乳歯が生え始め咀
そ

嚼
しゃく

機能を獲得し、口腔機能が発育・発達する大事な時期で

す。食生活をはじめ、歯みがきの習慣なども確立に向かう時期なので、口腔機能の健全な発育・発

達につながる生活習慣を身につけられるよう支援等が必要です。育児に関わる多くの職種が連

携を強化し、本人と養育者を支援するため、引き続き個 に々応じたきめ細かい対策が必要です。

c　学齢期

　12歳児の「1人平均むし歯数」は減少傾向にあり、令和３年度（2021年度）は0.48本と国の

「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第１次）」の目標である1.0本未満を達成していま

す。加えて、令和３年度（2021年度）の「12歳児でむし歯のない児の割合」は68.7％でした※１。

また、歯肉に異常のある中学生の割合は、平成29年度（2017年度）から令和元年度（2019年

度）にかけて増加し、令和２年度（2020年度）、３年度（2021年度）は減少しました。

　成人期の歯周病や口腔機能低下を予防するための対策が、この時期から必要です。例として、

甘味食品の喫食習慣を改善し、栄養バランスの取れた食事を規則正しくとることや、よく噛んで食

べる習慣、むし歯や歯肉炎を予防するためのセルフケアの方法を身に付けることなどが挙げられ

ます。
※１　出典：神奈川県定期歯科検診結果に関する調査（横浜市分）

出典：地域保健・健康増進事業報告
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　自ら口腔ケアを行うことが困難な児童・生徒については、特性や発達の段階等に応じた支援が

必要です。

　また、喫煙が歯や口腔、全身の健康に影響を及ぼすことについて指導し、喫煙の防止につなげ

ることが必要です。

　この時期の歯科口腔保健の取組を充実させるためには、定期的な歯科健康診査を実施する

学校歯科医やかかりつけ歯科医など、学校と家庭、地域の歯科医療機関が連携を密にして啓発

や保健指導を行うとともに、歯科口腔保健の分野においても、保育所・幼稚園と小学校、小学校と

中学校など、地域全体で切れ目なく連携して取り組むことが必要です。　

出典：横浜市学校保健統計調査

出典：神奈川県定期歯科検診結果に関する調査（横浜市分）
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d　成人期

　横浜市の「40歳の未処置歯※４を有する人の割合」は、減少傾向ではありますが、令和２年度

（2020年度）の横浜市結果では26.6％と国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(第１

次）」の目標値である10％に達していません。

　「40歳代における進行した歯周炎※５を有する人の割合」は、令和２年度（2020年度）の調査

結果は54.1％であり、平成28年度（2016年度）と比較し、わずかに減少しているものの、明らか

な変化はありませんでした。一方、令和３年度（2021年度）に横浜市歯周病検診を受診した人の

うち、要精密検査※６と判定された人は73.5％でした。横浜市で要精密検査と判定された人の割

合は、40歳、50歳、60歳、70歳の各年齢において、全国値を上回っています。歯周病は自覚症状

が乏しく、重症化により歯を失うなど手遅れになることが多いため、むし歯対策とあわせた予防と

早期発見が重要です。
※４　治療が必要なむし歯
※５　歯周ポケットが４mm以上
※６　歯周病、その他の所見等があるため、さらに詳しい検査や治療を要する

出典：県民歯科保健実態調査　横浜市分　

出典：県民歯科保健実態調査　横浜市分　
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　また、横浜市の調査では、「歯を守るために、かかりつけの歯科医院がある人の割合」は平成

25年度（2013年度）から令和２年度（2020年度）にかけて増加傾向でしたが、「過去１年間に

歯科健診を受けた人の割合」は、変化がありませんでした。令和２年度（2020年度）の「過去１

年間に歯科健診を受けた人の割合」を区ごとに見ると、区間の差は１割未満であり、平成25年度

（2013年度）及び平成28年度（2016年度）の結果とも、同様の傾向でした。

　さらに「過去１年間に歯科健診を受けた人の割合」を年代別、性別に比較すると、男女とも若

い年代で受診した人が少ない傾向です。この時期は、仕事や育児等で多忙であり、セルフケアや

歯科健診の受診がおろそかになりがちです。むし歯や歯周病、口腔機能低下を予防するため、地

域・職域の連携に着目した取組が必要です。

出典：令和３年度地域保健・健康増進事業報告

出典：健康に関する市民意識調査

出典：健康に関する市民意識調査

図5-7　歯周疾患検診（歯周病検診）受診者のうち

要精密検査と判定された者の割合（令和３年度（2021年度））
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出典：健康に関する市民意識調査

出典：健康に関する市民意識調査

図5-10　過去１年間に歯科健診を受診した者の区別の割合（令和２年度（2020年度））

図5-11　過去１年間に歯科健診を受診した者の年代別・性別の割合

（令和２年度（2020年度））
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  また、喫煙習慣や糖尿病が歯周病を悪化させることや、歯周病の治療により糖尿病の血糖コン

トロールが改善する可能性があるなど、歯周病の予防や治療が生活習慣病の改善につながるこ

とが明らかになっています。令和２年度（2020年度）の横浜市調査では、歯周病が原因になる可

能性がある疾患について「知っているものはない」と回答した人は56.1％であり、半数以上が歯周

病と全身の病気との関連を認識していません。早期発見・早期治療が重症化予防につながるよ

う、普及啓発に取り組むことが必要です。

　噛む、飲み込むなどの口腔機能が低下した状態をオーラルフレイルといい、オーラルフレイルの

徴候は、50歳代頃にはあらわれ始めます。令和２年度（2020年度）の横浜市調査では、オーラル

フレイルの言葉を知っている人の割合は17.5％です。年代別、性別で見ると、比較的割合の高い

50歳代、60歳代の女性を除き、言葉を知っている人は２割以下です。市民自らが、わずかなむせ

等のささいな口腔機能の低下に気づき、口腔ケアや口腔機能の訓練による、口腔機能の維持・向

上に取り組めるよう、普及啓発が必要です。

出典：健康に関する市民意識調査

図5-12　歯周病が原因になる可能性がある疾患についての認知度

（令和２年度（2020年度））（複数回答）
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出典：健康に関する市民意識調査

出典：健康に関する市民意識調査

図5-13　20歳代から60歳代におけるオーラルフレイルの言葉を知っている者の割合

（令和２年度（2020年度））

図5-14　オーラルフレイルの言葉を知っている者の年代別・性別の割合

（令和２年度（2020年度））
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　令和２年度（2020年度）の横浜市調査において、「知りたいと思う健康づくり情報」の設問に

「歯の健康」と回答した人と、「特にない」と回答した人が、「健康づくりに関する情報を主にどこ

から入手しているのか」の設問に回答した結果は、双方ともに「インターネット」を多く回答していま

す。歯の健康に関心のある人、健康づくりに関心のない人の双方に対する普及啓発方法として、

インターネットを介した情報発信が方策の一つに考えられます。

出典：健康に関する市民意識調査

出典：健康に関する市民意識調査

図5-15　健康づくりに関する情報入手の方法

（知りたいと思う健康づくり情報を「歯の健康」と回答した人）

（令和２年度（2020年度））（複数回答）

図5-16　健康づくりに関する情報入手の方法

（知りたいと思う健康づくり情報を「特にない」と回答した人）

（令和２年度（2020年度））（複数回答）
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出典：県民歯科保健実態調査　横浜市分

e　高齢期

　「60歳代でなんでも噛んで食べることのできる人の割合」は、令和２年度（2020年度）の調査

結果は72.8％でした。「80歳で20歯以上の自分の歯を有する人の割合」※７は平成29年（2017

年）から令和元年（2019年）の調査結果は64.9％でした。

　また、横浜市で「定期的な歯科検診を受診する機会を提供する介護老人福祉施設及び介護

老人保健施設の割合」は、令和２年度（2020年度）は87.4％でした※８。令和３年度（2021年度）

の介護報酬改定において、施設系サービスにおける口腔衛生管理が強化され、入所施設での歯

科口腔保健の体制整備の取組が進んでいます。

　80歳で20歯以上の自分の歯を有する人の割合は増加していますが、年齢が高くなるほど歯周

病が進行しやすくなります。また、オーラルフレイルが進むことによって、低栄養状態となり、全身の

虚弱化、要介護状態を引き起こすことが明らかになっています。高齢者が、住み慣れた地域の中で

いつまでも健康に生活できるよう、住民主体の通いの場等、地域の介護予防の取組と連動させな

がら、むし歯や歯周病の対策に加え、口腔機能の維持・向上に向けた、本人や支援者への支援

が必要です。
※７　75-84歳について、H21-23、H25-27、H29-R1の各３年分を合算して算出
※８　出典：神奈川県健康増進課調べ
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出典：国民(県民)健康・栄養調査　横浜市分 

f　障害児及び障害者

　障害児や障害者は、自ら口腔ケアを行うことが難しい場合があるため、むし歯や歯周病になるリ

スクが高い場合があります。障害の特性により摂食嚥下機能に影響がある場合もあるため、むし

歯や歯周病の予防だけでなく、摂食嚥下等の支援を行うなど、障害の特性や口腔機能の発達の

程度に応じたきめ細やかな口腔ケアの支援や、定期的な歯科健診の受診が必要とされています。

そのため、障害児や障害者が歯と口腔の健康を維持しながら質の高い生活を送れるよう、家族や

介助者などの支援者による関わりが重要です。

　神奈川県健康増進課調べによると、神奈川県全域で定期的な歯科検診を受診する機会を提

供する障害（児）者入所施設の割合は、平成28年度（2016年度）は94.7％、令和２年度（2020

年度）は77.5％でした。障害（児）者入所施設での歯科検診のほか、令和２年度（2020年度）に

口腔ケアを実施している施設は88％であり、障害（児）者入所施設における歯科口腔保健の取組

が進んでいます。

　一方、在宅で生活又は療養されている人の歯科口腔保健の現状は明らかになっていないた

め、地域活動支援センター等の通所施設や、関係機関・団体等との連携のもと、把握を進めていく

必要があります。

（イ）ライフステージ・対象像に共通する現状と課題

a　災害に備えた対策

　災害発生時、ライフラインが寸断されて断水が続くと、歯みがきや義歯の手入れなどの口腔ケア

が行き届かず、口腔内を清潔に保つことが困難になります。

　食生活の変化や、十分な水分摂取ができないことからも、歯や口腔内に汚れがたまって、むし歯

や歯周病になりやすくなり、普段からむせやすい高齢者は、口腔内の細菌が原因で誤嚥性肺炎を

引き起こしやすくなります。

　令和２年度（2020年度）の横浜市調査では、災害に備えて歯ブラシ、デンタルリンスなどの「口

腔ケア用品」を準備している人は19.6％です。災害時の口腔ケアの重要性や、非常持出品に歯ブ

ラシ、デンタルリンスなどの口腔ケア用品を準備しておくことについて普及啓発が必要です。

図5-18　80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の割合※７

【取組指数】
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b　情報共有と情報発信

　歯科医療関係者、保健医療関係者をはじめとした関係機関・団体間での取組や連携が促進さ

れるよう、各分野における各種連絡会等を通じて、歯科口腔保健に関する情報共有を行うことが

大切です。

　高齢者や障害者、外国人は情報収集の手段が限られ、必要な情報を受け取りにくい状況があ

るため、やさしい日本語や多言語に対応する視点も必要です。また、若い世代は日常的な情報は

SNSで入手する傾向が高まっています。対象者に応じて、情報の内容や発信方法の工夫が求め

られています。

c　実態把握

　妊娠期から高齢期までの各ライフステージや対象像に対して行われる歯科健康診査の結果

や、事業評価、アンケートをはじめとした意識調査等の結果から、市民の歯科口腔保健の現状分

析を行っています。今後も、市民の歯科口腔保健の実態を分析し、ニーズの把握を進めることが必

要です。

出典：健康に関する市民意識調査

図5-19　災害に備えた準備（令和２年度（2020年度））（複数回答）

18



14

（２）取組の方向性
　歯科口腔保健の推進に当たり、目標を設定するとともに、人の生涯を経時的に捉えた健康づくりであ

るライフコースアプローチの重要性を踏まえ、各ライフステージ・対象像の特徴や課題に応じた施策・取

組を、関係者がそれぞれの立場から推進していきます。

ア 基本目標
「歯と口腔の健康が健康寿命の延伸及び生活の質の向上に重要な役割を果たす」という条

例の基本理念の下、横浜市における歯科口腔保健の現状と課題を踏まえ、「生涯を通じて食事

や会話ができる」という基本目標を設定します。

イ 行動目標
基本目標を達成するため、「むし歯・歯周病を予防する」、「口腔機能の健全な発育・発達、維

持・向上に努める」という２つの「行動目標」を設定します。２つの「行動目標」は、それぞれ単独で

達成するものではなく、互いに影響し合うものです。行動目標は、歯科口腔保健にかかる健康行

動の中から重要なものを設定しています。

（３）関係者の役割
　総合的かつ計画的な歯科口腔保健の推進には、関係者の理解と協力が不可欠です。市民、横浜

市、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、地域活動団体及び事業者等の関係者が、それぞれの立

場から歯と口腔の健康づくりを推進していきます。

ア 市民
生涯を自分の歯で過ごし、健康で豊かな生活を維持していくためには、自らが、歯科口腔保健

に関する正しい知識を持ち、毎日の適切な口腔ケア、定期的な歯科健診の受診などにより、むし

歯や歯周病などの予防や早期治療に取り組み、生涯を通じて食事や会話ができるよう目指しま

す。

イ 横浜市
市民の主体的な歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進し、健康寿命の延伸につなげるた

めには、歯科医療等関係者及びその他事業者・関係機関・団体等と連携しながら、様々な施策

を展開します。

　また、国や県の動向を注視するとともに、地域の歯科口腔保健の現状を把握し、その課題解決

に向けて確かな医学的根拠に基づく知識や情報を適切に発信し、歯科疾患の予防や口腔機能

の維持・向上に向けた取組を推進していきます。

ウ 歯科医療等関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士等）
かかりつけ歯科医や施設の協力歯科医療機関として、定期的な歯科健診や専門的な口腔ケ

アを提供します。

　また、歯科口腔保健を推進するため、市や関係機関等が実施する施策や事業へ協力し、良質

かつ適切な歯科医療及び歯科口腔保健指導を実施するとともに、歯周病と全身疾患との関連

性や全身の健康を守るための歯科口腔保健の重要性について普及啓発します。

　さらに、自らの技術の向上と知見を深めるために、研修や人材育成等をすすめます。
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エ 保健医療等関係者、地域活動団体及び事業者等（保健、医療、福祉、介護、保育、教育）
歯と口腔の健康が全身の健康の維持・向上に重要な役割を果たすことを理解し、それぞれの

業務において、歯と口腔の健康づくりに取り組みます。

　歯科医療等関係者と連携して、子どもとその養育者、事業所の従業員、地域住民、並びに日常

生活において適切な口腔ケア等が困難な人の家族や支援者に対し、歯科疾患予防の重要性

や口腔機能の維持・向上等の歯と口腔の健康づくりについて普及啓発します。

３　歯科口腔保健の推進に関する施策

（1）ライフステージ・対象像に着目した施策

ア 妊娠期

（ア）妊娠中の歯科健診の受診勧奨と正しい知識の普及啓発

a　妊娠中の口腔ケアの重要性について理解を深め、この時期から家族の歯と口腔の健康づく

りに関心が持てるよう、母子健康手帳の交付時に面接を行うほか、個別の相談や健康教育

等で正しい知識の普及啓発を行います。

b　産婦人科の受診をはじめとした妊娠期の様々な機会にあわせて、妊婦歯科健康診査の受

診の必要性や、かかりつけ歯科医を持ち、継続的に歯科健診を受ける重要性を多くの妊婦

が認識できるよう啓発を行います。

イ 乳幼児期

（ア）健全な口腔機能の育成

a　個別の相談や健康教室でのむし歯予防に加え、指しゃぶりといった口腔習癖の相談や、離

乳食教室等で離乳食や幼児食の食べ方などの普及啓発を行い、健全な口腔機能の発達の

支援に取り組みます。

（イ）本人と養育者への支援

a　食事や間食の習慣等の生活環境、むし歯の状況等の健康状態、養育者の状況や考えを把

握し、適切に養育ができるよう支援します。

b　子育て支援を行う職域や地域の支援者へ歯科口腔保健の正しい知識を啓発し、市民に正

しい情報を発信していただけるように研修を実施します。

c　かかりつけ歯科医をつくり、口腔機能の発達段階に応じた適切な支援を受ける重要性を普

及啓発します。

d　全市で実施する乳幼児健康診査や教室等の歯科口腔保健の向上を目的とした事業におい

て共通媒体を用い、指導・相談の質を確保します。

e　日本語での情報収集が難しい外国人に対し、外国語版啓発媒体を用いて歯科口腔保健の

正しい知識を啓発し、適切に養育できるよう支援します。
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ウ 学齢期

（ア）適切な生活習慣の獲得

a　児童・生徒が歯と口腔の健康の大切さについて理解を深め、主体的にむし歯や歯肉炎予防

のセルフケアに取り組み、歯や歯肉の状態を自ら観察できる力を育てるため、啓発に取り組

みます。

b　噛む、飲み込むなどの口腔機能の発育・発達を促す食習慣の形成のため、食育と連携した

取組を行います。

c　むし歯や歯肉炎を予防するため、かかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診と専門的ケ

アを受けることを促します。

（イ）特性等に応じた支援

a　児童・生徒の発達の段階や特性等に応じた歯科口腔保健指導について教職員や保護者へ

啓発を行い、歯と口腔のケアの重要性に関する理解を深めます。

（ウ）関係者との連携

a　就学前・小学校・中学校における個人や地域を視点とした歯科口腔保健の連携を推進し

ます。

エ 成人期

（ア）セルフケアや定期的な歯科健診

a　むし歯や歯周病の予防のため、適切なセルフケアの習慣が身に付くよう啓発します。

b　かかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診と専門的ケアを受けることの重要性を啓発し

ます。

c　成人期の特徴をとらえ、学校や事業所等と連携した、学生や働き世代への口腔ケアの重要

性等、各世代に応じた必要な情報を啓発します。

d　糖尿病と歯周病の関係性等、歯と口腔の健康づくりの必要性や、日常における歯と口腔の健

康づくりに関する情報を入手しやすい方法で発信します。

（イ）生活習慣病対策との連携

a　糖尿病等の生活習慣病対策と連携し、全身疾患と歯科疾患との関連性の啓発や、生活習

慣改善の支援に取り組みます。

（ウ）オーラルフレイルの認知度

a　オーラルフレイルが、ささいな口腔機能の低下から始まることを理解し、口腔機能を維持でき

るよう関係機関・団体等と連携して、普及啓発に取り組みます。
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オ 高齢期

（ア）歯科疾患の予防と口腔機能の維持

a　歯の喪失や加齢等に伴う口腔状況の変化に応じて、適切な口腔ケアの習慣が身に付くよう

啓発します。

b　かかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診と専門的ケアを受けることの重要性を啓発し

ます。

c　地域の介護予防活動グループ等の団体や関係機関及び保健、医療、福祉、介護の多職種と

連携して、市民や関係職種がオーラルフレイルに関する理解を深め、予防や口腔機能の維

持改善に取り組めるよう、普及啓発に取り組みます。

（イ）要介護高齢者の特性に応じた支援

a　歯の喪失や口腔機能低下を予防し、「食べる」、「話す」機能を長く維持できるように、家族や

介助者など支援者に対し、歯と口腔の健康の重要性について理解を深め、本人が日常的に

適切な口腔ケアを受けられるように支援します。

カ 障害児及び障害者

（ア）障害児及び障害者の特性に応じた支援

a　歯の喪失や口腔機能低下を予防し、「食べる」、「話す」機能を長く維持できるように支援します。

b　本人、家族や介助者など支援者に対し、歯と口腔の健康の重要性について理解を深めます。

c　身近な地域で、かかりつけ歯科医による口腔ケアを受けられるよう、歯科医療等関係機関と

連携して環境整備を進めます。

d　障害福祉の関係機関・団体等と連携し、障害児及び障害者の特性に応じた歯科口腔保健

の正しい知識の普及啓発に取り組みます。

（2）ライフステージ・対象像に共通して推進する取組

ア 災害に備えた対策

（ア）災害時の口腔ケアの普及啓発

a　災害時の口腔ケアの重要性や、飲料水等の確保が難しい場面での口腔ケアの方法等につ

いての普及啓発を進めます。

b　避難グッズに歯ブラシ、デンタルリンスなどの口腔ケア用品の準備をしておくよう普及啓発を

進めます。

イ 情報共有と情報発信

（ア）関係機関・団体等との適切な情報の共有及び市民への情報発信

a　関係機関・団体等の連絡会等の場において、情報共有を行い、情報発信・意見交換を進め

ます。また、機関紙・広報誌等と連携した広報を行います。

b　歯や口腔の健康に関する各種リーフレットのやさしい日本語版、多言語版を作成し、情報発

信を進めます。
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ウ 実態把握

（ア）歯科口腔保健の実態把握

a　妊娠期から高齢期までの各ライフステージや対象像等に対して行われる歯科健康診査の結

果や、歯科口腔保健事業等から得られる情報を収集し、市民の歯科口腔保健にかかる実態

分析を進めます。

b　市民の歯科口腔保健にかかる実態分析とあわせ、県や国等が有するデータを積極的に活用

し、課題の抽出やニーズの把握を行います。

4　推進・評価体制

　「健康横浜２１推進会議」の部会として、「歯科口腔保健推進検討部会」を設置しています。

　歯科口腔保健推進計画の推進に当たって、市は、各施策の進捗状況や各種指標の達成状況を適宜

把握し、健康横浜２１推進会議及び歯科口腔保健推進検討部会（以下「両会議」という。）を通じて共

有していきます。また、両会議は、市に対し、歯科口腔保健の推進に関して適宜必要な提言を行います。

　市は、両会議からの提言や、把握した検証結果に基づき評価を行います。

５　計画の評価

（１）評価スケジュール
　歯科口腔保健推進計画は、国が定めた「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的

な方針」に基づいて推進する「二十一世紀における第三次国民健康づくり運動（健康日本２１（第三

次））」を踏まえた「第３期健康横浜２１」及び、「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第２次）」

（歯・口腔の健康づくりプラン）にあわせ、令和６年度（2024年度）から令和17年度（2035年度）の

12年間を計画期間とします。また、目標達成に向けた効果的な施策展開を図るため、第３期健康横

浜２１とあわせて、令和11年度（2029年度）には中間評価、計画最終年の前年度である令和16年度

（2034年度）には、取組の最終評価を実施します。

（２）評価と指標設定の考え方
　基本目標及び行動目標の達成度を測るため、ライフステージにあわせて設定した12の「指標」の変

化を確認して評価します。「指標」は、適切な進捗管理と評価を行うことで、さらなる取組の推進を図る

ことができるものを選定しています。「指標」の設定に当たっては、国の指標や、最終評価まで安定して

把握できることも考慮しています。

　また、「指標」に加え、歯科口腔保健の推進に関する施策の立案や「第２期健康横浜２１」、「取組指

標」の経年変化を捉えた検証等に活用するため、「参考指標」を設けます。
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図5-20　目標・指標とライフステージの関係

表5-2　指標及び参考指標一覧
（１）指標

（３）目標値
　目標値の設定については、「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（第２次）」（歯・口腔の健康

づくりプラン）等の目標値を参考にしつつ、令和６年度（2024年度）の策定時値を予測し、最終評価時

に、その値が相対的に５％以上改善することを基本的な考え方としています。

　また、一部の指標の目標値については、年齢構成の異なる集団を比較するため、調査結果に年齢構

成を調整した値（年齢調整値）を用いています。

（２）参考指標

１ 妊婦歯科健康診査受診率
２ ３歳児でむし歯のない者の割合
3 ３歳児で４本以上のむし歯のある者の割合
4 12歳児でむし歯のない者の割合
５ 中学生における歯肉に異常のある者の割合
6 20歳以上における未処置歯を有する者の割合（年齢調整値）
７ 40歳以上における歯周炎を有する者の割合（年齢調整値）
８ 40歳以上における自分の歯が19歯以下の者の割合（年齢調整値）
９ 20代～60代における過去１年間に歯科健診を受けた者の割合
10 20代～60代における「オーラルフレイル」の言葉を知っている者の割合
11 50歳以上におけるなんでも噛んで食べることができる者の割合（年齢調整値）
12 80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の割合

１ 12歳児の１人平均むし歯数
２ 20代～30代における歯肉に炎症所見を有する者の割合
3 40代における歯周炎を有する者の割合
4 20代～30代における過去１年間に歯科健診を受けた者の割合
５ 40代～50代における過去１年間に歯科健診を受けた者の割合
6 60代におけるなんでも噛んで食べることができる者の割合
７ 口腔衛生に関する取組を行う障害（児）者施設の割合
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表5-3　目標値一覧

指標
直近値 目標値 目標の

方向
出典

% 把握年度 % 把握年度

１
妊婦歯科健康診査受
診率

43.6 R04（2022） 40＊ R06（2024） 増加
地域保健・健康増
進事業報告

２
３歳児でむし歯のない
者の割合

94.8 R04（2022） 90＊ R06（2024） 増加
地域保健・健康増
進事業報告

3
３歳児で４本以上のむ
し歯のある者の割合

１ R04（2022） 0 R14（2032） 減少
３歳児健康診査結
果

4
12歳児でむし歯のな
い者の割合

68.7 R03（2021） 72.2 R14（2032） 増加
神奈川県定期歯科
検診結果に関する
調査（横浜市分）

５
中学生における歯肉
に異常のある者の割
合

16.4 R03（2021） 15.5 R14（2032） 減少
神奈川県定期歯科
検診結果に関する
調査（横浜市分）

6
20歳以上における未
処置歯を有する者の
割合（年齢調整値）

23.0 R02（2020） 20 R14（2032） 減少
県民歯科保健実態
調査（横浜市分）

７
40歳以上における歯
周炎を有する者の割合
（年齢調整値）

65.3 R02（2020） 60 R14（2032） 減少
県民歯科保健実態
調査（横浜市分）

８

40歳以上における自
分の歯が19歯以下
の者の割合（年齢調
整値）

18.4 R02（2020） 15 R14（2032） 減少
県民歯科保健実態
調査（横浜市分）

９

20代～60代におけ
る過去１年間に歯科
健診を受けた者の割
合

48.2 R02（2020） 55 R14（2032） 増加
健康に関する市民
意識調査

10

20代～60代における
「オーラルフレイル」
の言葉を知っている
者の割合

17.5 R02（2020） 20 R14（2032） 増加
健康に関する市民
意識調査

11

50歳以上におけるな
んでも噛んで食べる
ことができる者の割合
（年齢調整値）

71.8 R02（2020） 80 R14（2032） 増加
県民歯科保健実態
調査（横浜市分）

12
80歳で20歯以上の
自分の歯を有する者
の割合

55.6 R02（2020） 60 R14（2032） 増加
県民歯科保健実態
調査（横浜市分）

＊横浜市子ども・子育て支援事業計画で設定した令和６年度の目標値を歯科口腔保健推進計画の目標値とし、横浜
市子ども・子育て支援事業計画にて新たな目標値を設定後、歯科口腔保健推進計画の目標値として改めて設定す
る。
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６ 資料編 

（１） 各種調査の概要

ア 健康に関する市民意識調査

調査目的 市民の健康づくりの指針となる「第２期健康横浜２１」（計画期間：平成 25年

度～令和４年度）の最終評価及び第３期計画策定の基礎資料とする。 

調査対象 （１）横浜市に居住している 20～59歳の男女

（２）横浜市に居住している 60～69歳の男女

抽出方法 （１） インターネット調査会社に登録している横浜市内在住のモニターに

アンケート依頼を配信

（２）住民基本台帳からの無作為抽出（2,700人）

調査方法 （１）インターネットによるアンケート調査

（２）郵送によるアンケート調査

回収数 （１）10,981人

（２） 1,493人（回収率 55.3％） 合計 12,474人 

調査期間 （１）令和３年１月 15日～令和３年１月 25日

（２）令和３年１月 15日～令和３年１月 31日

設問分野 健康管理、新型コロナウイルス感染症、健診・がん検診、食生活、運動習慣、

タバコ、飲酒、睡眠、歯・口の健康、健康を維持するための災害時の備え、地

域とのつながり 

実施主体 横浜市 

URL https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/tokei-

chosa/ishiki/kenko/survey.html 

イ 県民歯科保健実態調査（成人）

調査目的 神奈川県における成人の歯科保健の実態を把握し、歯科保健対策の推進に必

要な基礎資料を得ると共に、神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画等各

種県計画の評価としての活用を図り、県民の健康増進の推進に役立てる。 

調査対象 神奈川県歯科医師会会員の歯科診療所に来院した調査日に 20歳以上の県内在

住の初診患者（再初診患者を含む）または当該歯科診療所が訪問診療を行った

患者。※対象者の県内地域バランスを考慮して実施 

調査方法 口腔内診察及び問診 

調査数 神奈川県全体：約 6,000人（通院：約 5,000人、訪問：約 1,000人） 

横浜市：2,248 人 

調査日 令和２年６月 15日から令和３年３月 26日のうち１日 

調査内容 属性、口腔内状況、歯科保健行動、生活習慣（運動、喫煙等）、歯科保健に関

する知識（全身と歯周疾患との関係、歯科関連用語の確認等） 

実施主体 神奈川県 

URL https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f417679/r2-

kenminshikahokenkekka.html 
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(２) 関係法令等

　　 ア　歯科口腔保健の推進に関する法律

(平成二十三年八月十日) 

(法律第九十五号) 

(目的) 

第一条 この法律は、口腔の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要

な役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が

口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の

保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方

公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本とな

る事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もっ

て国民保健の向上に寄与することを目的とする。 

(基本理念) 

第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなけれ

ばならない。 

一 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うととも

に、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 

二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾

患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。 

三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、

その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第三条 国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、歯科口

腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、国

との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(歯科医師等の責務) 

第四条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務(以

下この条及び第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。)に従事する者は、歯科

口腔保健(歯の機能の回復によるものを含む。)に資するよう、医師その他歯科医療等業務

に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、

国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるもの

とする。 

(国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務) 

第五条 法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方

公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。 
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(国民の責務) 

第六条 国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活にお

いて自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査

及び健康診断を含む。第八条において同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受

けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。 

(歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等) 

第七条 国及び地方公共団体は、国民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つととも

に、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進する

ため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯

科口腔保健に関する国民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

(定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等) 

第八条 国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に

応じて歯科保健指導を受けること(以下この条及び次条において「定期的に歯科検診を受け

ること等」という。)を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

(障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等) 

第九条 国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定

期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科

検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講

ずるものとする。 

(歯科疾患の予防のための措置等) 

第十条 前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の

見地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に

関する施策を講ずるものとする。 

(口腔の健康に関する調査及び研究の推進等) 

第十一条 国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態

が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関

する研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進の

ために必要な施策を講ずるものとする。 

(歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等) 

第十二条 厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、そ

れらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。 

２ 前項の基本的事項は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する

基本方針、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第四条第一項に規定する基本指針その

他の法律の規定による方針又は指針であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるも
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のと調和が保たれたものでなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表するものとする。 

第十三条 都道府県は、前条第一項の基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じて、

当該都道府県において第七条から第十一条までの規定により講ぜられる施策につき、それ

らの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるよう努めなけれ

ばならない。 

２ 前項の基本的事項は、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その

他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和

が保たれたものでなければならない。 

(財政上の措置等) 

第十四条 国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

(口腔保健支援センター) 

第十五条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設ける

ことができる。 

２ 口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯

科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関と

する。 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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イ 横浜市歯科口腔保健の推進に関する条例

（平成 31年 2月 25日） 

（条例第 1号） 

(目的) 

第 1 条 この条例は、歯及び口腔の健康が健康寿命の延伸及び生活の質の向上に重要な役割

を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、横浜市(以下「市」

という。)、市民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者及び事業者(労働者を使用して市内

で事業を行う者をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に

関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合

的かつ計画的に実施し、もって市民の生涯にわたる健康づくりに寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 歯科口腔保健 歯科疾患の予防等による歯及び口腔の健康の保持増進並びにこれらの

機能の維持向上を図ることをいう。 

(2) 歯科医療等業務 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に

係る業務をいう。 

(3) 歯科医療等関係者 歯科医療等業務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をい

う。 

(4) 保健医療等関係者 保健、医療、福祉又は教育に係る業務に従事する者であって歯科口

腔保健に関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。)及びこれらの者で組織する団体

をいう。 

(5) 歯科検診 歯及び口腔の検診(健康診査及び健康診断を含む。)をいう。

(基本理念) 

第 3 条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行うものと

する。 

(1) 歯及び口腔の健康が健康寿命の延伸及び生活の質の向上に重要な役割を果たしている

という認識の下、市民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生

活において行う歯科口腔保健に関する取組を推進すること。 

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯並びに口腔及びその機能の状態

並びに歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。 

(3) 保健、医療、福祉、労働衛生、教育、食育その他の歯及び口腔の関連分野における施策

との連携を図り、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進するこ

と。 

(市の責務) 

第 4 条 市は、前条の基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及

び総合的かつ計画的に実施するものとする。 

2 市は、歯科口腔保健の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、国、神奈川県、歯

科医療等関係者及び保健医療等関係者との連携及び協力に努めるものとする。 
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3 市は、市民が歯科口腔保健に関する理解を深め、市民による歯科口腔保健に関する活動へ

の参加を促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関す

る普及啓発、歯科口腔保健に関する市民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

4 市は、事業者その他の者が行う歯科口腔保健に関する取組の効果的な推進を図るため、情

報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は、歯科口腔保健に関する理解を深め、歯科検診及び歯科保健指導を活用する

等、生涯にわたって日常生活において自ら歯科口腔保健の取組を行うよう努めるものとする。 

(歯科医療等関係者の責務) 

第 6 条 歯科医療等関係者は、良質かつ適切な歯科医療及び歯科保健指導を行うよう努める

ものとする。 

2 歯科医療等関係者は、歯科口腔保健(歯及び口腔の機能の回復によるものを含む。)の推進

に関し、保健医療等関係者との連携に努めるとともに、市が実施する歯科口腔保健の推進に

関する施策に協力するよう努めるものとする。 

(保健医療等関係者及び事業者の責務) 

第 7 条 保健医療等関係者は、その業務において、歯科口腔保健の推進に積極的な役割を果

たすよう努めるとともに、日常生活において歯科口腔保健に関する取組が困難な者に対して、

必要な支援を行うよう努めるものとする。 

2 保健医療等関係者は、歯科口腔保健の推進に関し、歯科医療等関係者との連携に努めると

ともに、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

3 事業者は、その従業員の歯科口腔保健の推進に積極的な役割を果たすよう努めるものとす

る。 

(基本的施策) 

第 8 条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる事項を基本とする施策を策定し、

及び実施するものとする。 

(1) 市民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、日常生活において行う歯科口腔保健

に関する取組の推進に関すること。 

(2) 市民が、定期的に歯科検診を受けるための勧奨及び必要に応じて歯科保健指導を受ける

ための勧奨に関すること。 

(3) 妊娠中における歯科口腔保健の推進並びに歯科口腔保健を通じた母体の健康の保持及

び胎児の健全な発育に関すること。 

(4) 乳幼児期及び学齢期(小学校就学の始期から満 18 歳に達するまでの期間をいう。)にお

ける歯科口腔保健の推進及び歯科口腔保健を通じた健全な育成に関すること。 

(5) 成人期(満 18歳から満 65歳に達するまでの期間をいう。)における歯科口腔保健の推進

に関すること。 

(6) 高齢期における歯科口腔保健の推進に関すること。

(7) 障害児及び障害者の歯科口腔保健の推進に関すること。
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(8) 歯科口腔保健の観点からの食育及び糖尿病その他の生活習慣病に対する対策の推進に

関すること。 

(9) 喫煙による口腔内への影響に対する対策の推進に関すること。

(10) 歯科医療等関係者及び保健医療等関係者に対する情報の提供その他連携強化を図るた

めの体制の整備に関すること。 

(11) 災害時における歯科口腔保健の推進に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関すること。

(歯科口腔保健推進計画の策定) 

第 9 条 市は、市民の生涯にわたる歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するため、歯科口腔保健の推進に関する計画(以下「歯科口腔保健推進計画」という。)

を定めるものとする。 

2 市は、歯科口腔保健推進計画を定めるに当たっては、健康増進法(平成 14年法律第 103号)

第 8 条第 2 項の規定に基づき策定する健康増進計画と整合性を図るとともに、市域における

官民データ(官民データ活用推進基本法(平成 28年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する官

民データをいう。)を活用するものとする。 

(財政上の措置) 

第 10条 市は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講

ずるものとする。 

(意見聴取) 

第 11条 市長は、歯科口腔保健推進計画を策定し、若しくはその進捗管理を行い、又は歯科

口腔保健の推進に関する重要事項を定めるに当たっては、横浜市附属機関設置条例(平成 23

年 12月横浜市条例第 49号)に基づく健康横浜 21推進会議の意見を聴くものとする。 

(委任) 

第 12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 31年 4月 1日から施行する。 
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横浜市歯科口腔保健推進計画 
 

令和６年（2024 年） ３月 

横浜市健康福祉局地域福祉保健部健康推進課 

〒231-0005 

横浜市中区本町 6-50-10 

ＴＥＬ：（045）671-2454 

ＦＡＸ：（045）663-4469 
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横浜市歯科口腔保健推進計画の目標値の設定について 

 
１ 目標値の設定について 

（１） 趣旨 

「第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画／横浜市こども計画」※策定に伴い、歯科口腔保健推

進計画の指標１及び２の目標値を次のとおり設定します。 

 

（２）目標値 

指標 目標値（％） 

策定時 再設定値 

１ 妊婦歯科健康診査受診率 40 50 

２ 3歳児でむし歯のない者の割合 90 95 

 

 
※第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画／横浜市こども計画（通称：「こども、みんなが主役！

よこはまわくわくプラン」）は、2025年度（令和 7年度）から 2029年度（令和 11年度）までの 5年

間を対象とした、横浜市の子ども・子育て支援施策の総合計画です。 

 

 
（第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画／横浜市こども計画 p75） 

 

 

 

 
 

資料 3-１ 
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横浜市歯科口腔保健推進計画に基づく主

な取組（横浜市） 

 

横浜市歯科口腔保健推進計画の各ライフステージにおける目標・指標 

 
 

横浜市歯科口腔保健推進計画概要版より 

資料３－２ 
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No

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
・
対
象
像

担当局・課 令和７年度取組

1 ・こども青少年局地域子育て支援課

母子健康手帳交付時の面接や、妊婦への個別相談、初めて親となる養育者を対象にした健康教育
等で、妊娠中の口腔ケアの重要性や、家族の歯と口腔の健康づくりに関心が持てるよう、正しい
知識の普及啓発。妊婦歯科健康診査の周知のためのパマトコの活用。妊婦歯科健康診査の質の向
上を図るために結果票を改訂。

2 ・こども青少年局地域子育て支援課
産婦人科の受診等の機会にあわせた妊婦歯科健康診査の受診の必要性や、かかりつけ歯科医を持
つことの重要性の啓発。

3 ・こども青少年局地域子育て支援課 乳幼児歯科相談で児の歯や口腔について心配ごとのある養育者を対象に保健指導の実施。

4 ・こども青少年局地域子育て支援課
１歳６か月児健診で、むし歯のリスクがある児またはむし歯を有する児の養育者を対象に、教
室・歯科健診等、継続的な口腔ケアの支援や健全な口腔機能の発達について助言。

5 ・こども青少年局地域子育て支援課 地域子育て支援拠点等で対象の月齢に合わせた、むし歯予防などの健康教育の実施。

6 ・こども青少年局保育・教育支援課
保育・教育施設に入所している児童の歯科健診や、施設職員を対象とした口腔疾患予防や口腔機
能等に関する研修の実施。

7
乳幼児・
学齢期

・こども青少年局地域子育て支援課
西部及び北部児童相談所（R6は中央および南部）の職員を対象に歯科健康教育を実施し、むし歯
の成り立ちから予防対策として間食習慣や口腔ケアを啓発。
※学齢期の児童の担当職員を含む。

8 学齢期 ・教育委員会事務局人権健康教育課
むし歯や歯肉炎予防に自ら取り組める力を育てるため、歯科衛生士による児童・生徒への巡回指
導。

9 ・健康福祉局健康推進課
親子の集いの場や乳幼児の健診を活用した歯周病予防啓発、横浜健康経営認証制度等を通じた事
業所との連携、大学や専修学校と連携した、歯周病やオーラルフレイル予防の重要性の啓発。

10 ・健康福祉局健康推進課
糖尿病等の生活習慣病対策の健康教室での全身疾患と歯科疾患の関係性の啓発や、生活習慣病の
ハイリスク者への歯科受診の勧奨。

11 ・健康福祉局健康推進課
歯周病の予防と早期発見を目的に「横浜市歯周病検診」を実施。令和７年４月１日から新たに満
20歳、30歳を対象年齢に追加。また、「横浜市歯周病検診」の周知用動画を新たに作成。

12
・健康福祉局地域包括ケア推進課 庁内外の関係機関や関係団体等と連携した、オーラルフレイル予防や口腔機能の向上についての

普及啓発。

13 ・健康福祉局健康推進課
地域の介護予防活動グループ等の団体や、事業所、関係機関等と連携したオーラルフレイル予防
の普及啓発。

14 ・健康福祉局健康推進課
生活習慣病、介護予防等の観点や療養上の保健指導が必要な人の自宅に訪問し、本人、家族や介
護者を対象に在宅での口腔ケア等の歯科保健指導。

15 ・健康福祉局高齢在宅支援課
通院が困難な在宅高齢者を対象とした、訪問歯科健診（歯科医師による歯科健診および歯科衛生
士による歯科保健指導）を行い、口腔疾患の早期対応および口腔機能の改善を図る

16
・障害福祉保健部障害施設サービス課

 障害者施設で働く看護師や支援員等を対象とした、利用者の摂食嚥下や口腔ケアに関する巡回相
談及び研修の実施。

17 ・健康福祉局健康推進課
障害福祉の関係機関・団体等と連携し、本人、家族や介護者に対する歯と口腔の健康の重要性
や、特性に応じた歯科口腔保健の正しい知識の普及啓発。

18 災害 ・健康福祉局健康推進課
歯周病やオーラルフレイル予防等の健康教育において、災害時の口腔ケアの重要性や、口腔ケア
用品の準備について普及啓発。

19 関係機関・団体等の連絡会等の場での情報共有や情報発信・意見交換。

20 やさしい日本語や多言語版の歯科口腔保健に関するリーフレットの作成。

21
市における各歯科健診の結果や、意識調査等による歯科口腔保健の実態、県や国等が有するデー
タを活用した本市の課題抽出とニーズの把握。

22 ・泉区
区の歯科医師会と連携し、区内の歯科医院の地図を掲載した歯科健診受診勧奨リーフレットの作
成と普及啓発

横浜市歯科口腔保健推進計画に基づく主な取組（横浜市）
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関係機関・団体名 令和６年度取組計画 令和６年度実績
令和７年度取組計画

1
横浜市保健活動推進
員会

子育て支援の場において妊娠中の口腔ケアの大
切さを伝える。

妊娠期での活動実績なし。
子育て支援の場において妊娠中の口腔ケアの大切さを
伝える。

2 横浜市薬剤師会
薬局にてリーフレットを配布し啓発活動を実
施。

実施なし。 実施なし。

3 神奈川県栄養士会

母親教室や地域での子育て支援拠点で関わる機
会がある妊婦に対し、妊娠中の食生活とともに
妊娠と歯周病の関係等、口の健康づくりの視点
を持ってアドバイスができるようにする。

4 横浜市歯科医師会

 横浜市妊婦歯科健康診査事業に協力し、妊婦歯
科健診を会員歯科診療所にて実施するほか、実
施歯科医療機関の増加、健診受診率の向上に取
り組む。

横浜市妊婦歯科健康診査事業に協力し、受診率
向上に努めた。また、新規登録実施医療機関の
増加を図る目的で、市と協力し「横浜市妊婦歯
科健診新規実施医療機関研修会」を１回開催し
た。さらに、健診医の質の維持向上を目的にス
キルアップ研修会を実施した。

横浜市妊婦歯科健康診査事業に協力し、妊婦歯科健診
を会員歯科診療所にて実施するほか、実施歯科医療機
関の増加、健診受診率の向上に取り組む。

5 横浜市歯科医師会
行政が実施する歯科医師を対象とした妊婦歯科
健康診査事業研修に講師の派遣等を行う。

同上
行政が実施する歯科医師を対象とした妊婦歯科健康診
査事業研修に講師の派遣等を行う。

6 横浜市歯科医師会

妊娠中は口腔内の環境が悪化することが多いこ
と、歯周病は低体重児出生の一因になることか
ら、妊娠中の歯科口腔保健に関する指導を会員
歯科診療所等にて実施する。

妊娠中の口腔内環境を健康に保つことを目的
に、歯科口腔保健に関する指導を会員歯科診療
所等にて実施した。

妊娠中の歯周病の罹患や増悪は、早産や低体重児出生
リスクを高めることから、妊娠中の口腔内を健全に保
つことを目的に歯科口腔保健指導を会員歯科診療所等
にて実施する。

7 横浜市歯科医師会
本会が運営するサイト「教えて！めばえちゃん
こどもの歯の応援室」を通して妊娠期の歯科口
腔保健の啓発活動を実施する。

本会が運営するサイト「教えて！めばえちゃん
こどもの歯の応援室」を通して妊娠期の歯科口
腔保健の啓発活動をおこなっている。

本会が運営するサイト「教えて！めばえちゃん こども
の歯の応援室」を通して妊娠期の歯科口腔保健の啓発
活動を実施する。

8
横浜市食生活等改善
推進員協議会

食育啓発の場において、働き・子育て世代に対
し「よく嚙んで食べることの大切さ」を伝え
る。

食育啓発の場において、働き・子育て世代に対
し「よく嚙んで食べることの大切さ」を伝え
た。

食育啓発の場において、働き・子育て世代に対し「よ
く嚙んで食べることの大切さ」を伝える。

横浜市歯科口腔保健推進計画に基づく主な取組（関係機関・団体）ライフステージ順

令和６年度
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関係機関・団体名 令和６年度取組計画 令和６年度実績
令和７年度取組計画

令和６年度

9
横浜市駒岡地域ケア
プラザ

子育て中の保護者を対象としたイベントとし
て、歯科衛生士を招いて「子供の歯の困りご
と」「保護者の歯のケア」をテーマに講演会を
実施する。

ままほっとるーむ（子育て中の方が集まるサロ
ン）で講演会を行ったが、参加が一組だけだっ
た。

ままほっとるーむ自体が参加者が少なくなってしまっ
たため、活動が休止となった。令和７年度は乳幼児期
に関しての取り組みは予定していない。

10
横浜市保健活動推進
員会

子育て支援の場において、こどもの口腔ケアの
必要性を伝える。

各区で行う赤ちゃん教室及び３歳時検診で母親
に口腔ケアの重要性を伝えた。

子育て支援の場において、こどもの口腔ケアの必要性
を伝える。

11 横浜市薬剤師会
薬局にてリーフレットを配布し啓発活動を実
施。

実施なし。 実施なし。

12 横浜市歯科医師会

区の福祉保健センターで実施される1歳６か月児
及び3歳児の乳幼児歯科健診、保育・教育施設に
おける歯科健診や歯科口腔保健指導・教育、会
員歯科診療所での診療を通して健全な口腔機能
の発達支援、むし歯や歯肉炎等の予防をはか
る。

区の福祉保健センターで実施される乳幼児歯科
健診事業、保育・教育施設における歯科健診や
歯科口腔保健指導・教育、会員歯科診療所での
診療を通して健全な口腔機能の発達支援、むし
歯や歯肉炎等口腔疾患の予防を図った。

区の福祉保健センターで実施される1歳６か月児及び3
歳児の乳幼児歯科健診、保育・教育施設における歯科
健診や歯科口腔保健指導・教育、会員歯科診療所での
診療を通して健全な口腔機能の発達支援、むし歯や歯
肉炎等口腔疾患の予防を図る。

13 横浜市歯科医師会

「歯科健診乳幼児健康診査歯科健診マニュアル
第2版」を令和6年3月に発行し、４月に会員歯科
医師に冊子を配布した。本マニュアルを活用
し、統一した見解での歯科健診を実施する。

統一した見解での歯科健診実施を目的に「歯科
健診乳幼児健康診査歯科健診マニュアル第2
版」を発行し、会員歯科医師行へ配布を行っ
た。また、保育所等の歯科健診に関する「横浜
市保育所等入所児童歯科健診事業健診医研修
会」を市と協力し実施した。

「歯科健診乳幼児健康診査歯科健診マニュアル第2版」
をもとに統一した見解での歯科健診の実施を図る。ま
た、保育所入所児童の健診に携わる歯科医師の育成を
目的に「横浜市保育所等入所児童歯科健診事業健診医
研修会」を市と協力し実施する。

14 横浜市歯科医師会
本会が運営するサイト「教えて！めばえちゃん
こどもの歯の応援室」を通して乳幼児期の歯科
口腔保健の啓発活動を実施する。

本会が運営するサイト「教えて！めばえちゃん
こどもの歯の応援室」を通して乳幼児期の歯科
口腔保健の啓発活動を行っている。

本会が運営するサイト「教えて！めばえちゃん こども
の歯の応援室」を通して乳幼児期の歯科口腔保健の啓
発活動を実施する。

15 横浜市歯科医師会

歯科健診、診療を通して児童虐待の早期発見に
つとめているほか、会員歯科医師に対して児童
虐待に関する啓発をおこなうことで、乳幼児の
健やかな成長を支える。

歯科健診、診療を通して児童虐待の早期発見に
つとめていた。また、会員歯科医師を対象に
「BEAMS研修(医療機関向け虐待対応ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ)Stage1」を開催し児童虐待に関する啓発を
行った。

歯科健診、診療を通して児童虐待の早期発見につとめ
ているほか、会員歯科医師に対して児童虐待に関する
啓発をおこなうことで、乳幼児の健やかな成長を支え
る。また、会員歯科医師を対象に「BEAMS研修(医療機
関向け虐待対応ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)Stage1」を開催する。

16 神奈川県栄養士会
乳幼児期に関わる会員にむけ、子どもの口腔機
能の発達について研修会を実施する。

・児童福祉施設の栄養士対象に乳幼児期の食生
活、離乳の支援、離乳の完了の頃の食の支援、
食べる機能の発達の支援研修会開催　３月。

・小児期の口腔機能の発達について理解し、食べる機
能に合わせた食事支援について歯科勤務栄養士より学
ぶ研修会を12月に開催。

17 神奈川県栄養士会
地域子育て支援拠点等で行う離乳食教室、栄養
相談で対象の月齢、咀嚼能力に合わせたアドバ
イスを行う。

市内子育て拠点、子育て広場での離乳食教室開
催　横浜市中央卸売市場と作成協力した「お魚
離乳食レシピ」を用いて４件実施。

継続して、地域での離乳食教室を開催している。

乳
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令和７年度取組計画

令和６年度

18
横浜市食生活等改善
推進員協議会

食育啓発の場において、育ち・学びの世代に対
し「よく嚙んで食べることの大切さ」を伝え
る。

食育啓発の場において、育ち・学びの世代に対
し「よく嚙んで食べることの大切さ」を伝え
た。

食育啓発の場において、育ち・学びの世代に対し「よ
く嚙んで食べることの大切さ」を伝える。

19
横浜市私立保育園こ
ども園園長会

・横浜市私立保育園こども園における嘱託歯科
医師による年2回の歯科検診の実施および保護
者への啓蒙活動

・横浜市私立保育園こども園における嘱託歯科医師に
よる年2回の歯科検診の実施および保護者への啓蒙活動

20
横浜市私立保育園こ
ども園園長会

・横浜市私立保育園こども園における嘱託歯科
医師による年1回の歯科検診の実施および保護
者への啓蒙活動

・横浜市私立保育園こども園における嘱託歯科医師に
よる年1回の歯科検診の実施および保護者への啓蒙活動

21 横浜市歯科医師会

児童、生徒、学生の健康の保持、増進をはかる
ため、 学校歯科医が学校教育の円滑な実施に協
力する。具体的には歯科口腔保健管理として歯
科健診や健康相談、養護教諭や学級担任による
個別指導や健康相談への指導助言、学校保健委
員会や地域学校保健委員会での指導助言、ス
ポーツと学校歯科医学を通した学校安全への参
画を行う。

自律的健康づくりへの気づきと、正しい生活習
慣の獲得を目的として、歯科衛生士が横浜市立
学校を訪問し歯科保健指導を行った。

従来より実施されている横浜市巡回歯科衛生士事業を
拡充し、歯科口腔に関わる啓発を行っていく。

22 横浜市歯科医師会
歯科口腔保健教育として、歯と口腔に関する学
習や保健指導に必要な教材や資料の提供及び助
言を行う。

歯科口腔保健教育として、歯と口腔に関する学
習や保健指導に必要な教材や資料の提供及び助
言を行っている。

歯科口腔保健教育として、歯と口腔に関する学習や保
健指導に必要な教材や資料の提供及び助言を行う。

23 神奈川県栄養士会
「食べる力」を育てるため、食育を通して栄養
教諭と歯科の連携。

24 神奈川県栄養士会
地域のこども料理教室開催の機会において、参
加者（親子）を対象に、よく噛んで食べること
の大切さについて講話を実施。

25
横浜市食生活等改善
推進員協議会

食育啓発の場において、育ち・学びの世代に対
し「よく噛んで食べることの大切さ」を伝え
る。

食育啓発の場において、育ち・学びの世代に対
し「よく噛んで食べることの大切さ」を伝え
た。

食育啓発の場において、育ち・学びの世代に対し「よ
く噛んで食べることの大切さ」を伝える。

26 横浜市薬剤師会
薬局にてリーフレットを配布し啓発活動を実
施。

実施なし。 実施なし。
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令和７年度取組計画

令和６年度

27
横浜市保健活動推進
員会

地域のイベントの機会にオーラルフレイル予防
の必要性を伝える。

・各イベントで健康測定として、言葉がスムー
ズに出るよう口腔機能チェックを行った。
・歯と口の健康週間での特設サイトのオンライ
ンに参加。各地区で歯科口腔の講習を受講し
た。

地域のイベントの機会にオーラルフレイル予防の必要
性を伝える。

28 横浜市薬剤師会
薬局にてリーフレットを配布し啓発活動を実
施。

実施なし。 実施なし。

29
神奈川産業保健総合
支援センター

産業保健関係者に対し、口腔ケアと全身の健康
との関係について研修を実施。

令和7年2月13日に産業保健関係者に対する口腔
ケアと全身の健康について研修を実施した。

令和7年12月19日に産業保健関係者に対する口腔ケアと
全身の健康についてセミナーを実施予定。

30 横浜市歯科医師会
糖尿病、心疾患、誤嚥性肺炎等、全身疾患と歯
科疾患との関連についての啓発、関係機関・団
体と連携した活動を行う。

糖尿病、心疾患、誤嚥性肺炎等、全身疾患と歯
科疾患との関連についての啓発、関係機関・団
体と連携した活動を行っている。さらに横浜市
医師会委託事業である疾患別医療介護連携事業
においても各地区単位で「口腔と各疾患」の啓
発活動等を行っている。

糖尿病、心疾患、誤嚥性肺炎等、全身疾患と歯科疾患
との関連についての啓発、関係機関・団体と連携した
活動を行う。また地区単位で「横浜市疾患別医療介護
連携事業」参画を図っていく。

31 横浜市歯科医師会
所定の研修を修了した会員が在籍する歯科診療
所にて40歳、50歳、60歳、70歳を対象にした歯
周病検診を実施する。

所定の研修を修了した会員が在籍する歯科診療
所にて40歳、50歳、60歳、70歳を対象にした歯
周病検診を実施した。

所定の研修を修了した会員が在籍する歯科診療所にて
40歳、50歳、60歳、70歳を対象にした歯周病検診を実
施する。さらに今年度より対象年齢の拡大により20
歳、30歳においても同様の検診を実施する。

32 横浜市歯科医師会

所定の研修を修了した会員が在籍する歯科診療
所を糖尿病医科歯科連携登録医療機関と定め、
登録医療機関を中心に糖尿病の重症化予防に取
り組む。

糖尿病医科歯科連携登録医療機関新規登録なら
びに登録更新のための研修会を実施し、登録医
療機関の増加を図るとともに既存の登録医療機
関に対し、最新の情報を含む知識の研鑽を図っ
た。

所定の研修を修了した会員が在籍する歯科診療所を糖
尿病医科歯科連携登録医療機関と定め、登録医療機関
を中心に糖尿病の重症化予防に取り組む。

33 横浜市歯科医師会

酸を扱う事業場が法律で６か月毎に義務付けら
れている歯牙酸蝕症健診（特殊歯科健診）の実
施率向上につとめ、事業場で働く労働者の歯科
口腔保健管理を行うほか、労働環境の改善を行
う。

歯牙酸蝕症健診（特殊歯科健診）の実施率向上
につとめ、事業場で働く労働者の歯科口腔保健
管理を行うほか、労働環境の改善を行った。

酸を扱う事業場が法律で６か月毎に義務付けられてい
る歯牙酸蝕症健診（特殊歯科健診）の実施率向上につ
とめ、事業場で働く労働者の歯科口腔保健管理を行う
ほか、労働環境の改善を行う。

34 神奈川県栄養士会

糖尿病等の生活習慣病対策の健康教室や特定保
健指導において、全身疾患と歯科疾患の関係性
の啓発や、生活習慣病のハイリスク者へ歯科受
診を勧奨。

・県内糖尿病週間行事への参加（栄養講話、栄
養相談担当）。
・栄養ケア・ステーションを通して医療講話依
頼１件。

35 横浜市食生活等改善 食育啓発の場において 働き・子育て世代に対 食育啓発の場において 働き・子育て世代に対 食育啓発の場において 働き・子育て世代に対し「よ
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36
横浜市駒岡地域ケア
プラザ

歯科衛生士を招いて、地域の高齢者向けに口腔
についての講座を行う。

「GOGO健康講座」を２ヶ所で行った。全６回で
毎回異なる内容となっており、そのうち１回は
歯科衛生士によるオーラルフレイルについての
講座を行った。

「GOGO健康講座」を昨年度と同じように行い、その中
に歯科衛生士を招いてのオーラルフレイルの講座を予
定している。

37
横浜市保健活動推進
員会

地域の介護予防の講座や一人暮らしの方への訪
問時において、オーラル予防の大切さやお口の
体操を伝える。

食事を楽しむために、歯周病のことやオーラル
フレイルのことを学ぶために歯科講座を受け、
お口の体操を実施した。

地域の介護予防の講座や一人暮らしの方への訪問時に
おいて、オーラル予防の大切さやお口の体操を伝え
る。

38 横浜市薬剤師会
薬局にてチェックシートを使用してオーラルフ
レイルのチェックを行う。

薬局にて横浜市健康福祉局作成の「フレー！フ
レー！フレイル予防リーフレット（チェック
シート）を使用して、オーラルフレイルの
チェックを行った。（実施区：南・栄・泉区）

薬局にて横浜市健康福祉局作成の「フレー！フレー！
フレイル予防リーフレット（チェックシート）を使用
して、オーラルフレイルのチェックを行う。（令和7年
度より追加：鶴見・西・中・港南・旭・磯子・瀬谷
区）

また、令和7年度より、18区において「フレイル予防薬
局認証制度」を開始。認証された薬局においても、
「フレー！フレー！フレイル予防リーフレット
（チェックシート）を使用したチェック、オーラルフ
レイル予防の相談を実施。

39 横浜市薬剤師会
薬局にてオーラルフレイル予防の相談、ミニ講
座を開催する。

薬局にてオーラルフレイル予防の相談、ミニ講
座を開催した。（実施区：南・栄・泉区）

薬局にて横浜市健康福祉局作成の「フレー！フレー！
フレイル予防リーフレット（チェックシート）を使用
してオーラルフレイルのチェックならびにミニ講座を
行う。
（令和7年度より追加：鶴見・西・中・港南・旭・磯
子・瀬谷区）

40 横浜市薬剤師会
薬局にてリーフレットを配布し啓発活動を実
施。

横浜市薬剤師会ホームページの会員専用ページ
に、薬局で配布可能なリーフレットを作成・掲
載し、啓発活動を実施した。

引き続き、横浜市薬剤師会ホームページの会員専用
ページに、薬局で配布可能なリーフレットを作成・掲
載し、啓発活動を行う。

41 横浜市歯科医師会

オーラルフレイル等に関する研修会を開催し、
所定の研修を受講した会員を「オーラルフレイ
ル相談医」、診療をおこなう会員歯科診療所を
「オーラルフレイル・口腔機能低下症対応医療
機関」と定め、オーラルフレイル等の相談、診
療に対応する。

オーラルフレイル等に関する研修会を開催し、
所定の研修を受講した会員を「オーラルフレイ
ル相談医」、診療をおこなう会員歯科診療所を
「オーラルフレイル・口腔機能低下症対応医療
機関」と定め、オーラルフレイル等の相談、診
療に対応する。また、会員歯科医師を対象に
「認知症対応力向上力研修会」 を開催し、高
齢者にみられる認知症への理解を図った。

オーラルフレイル等に関する研修会（認知症対応力向
上力研修会含む）を開催し、所定の研修を受講した会
員を「オーラルフレイル相談医」、診療をおこなう会
員歯科診療所を「オーラルフレイル・口腔機能低下症
対応医療機関」と定め、オーラルフレイル等の相談、
診療に対応する。
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42 横浜市歯科医師会
市民のオーラルフレイルの認知度が低いことか
ら認知度向上につとめるほか、オーラルフレイ
ルに関する講演や研修会を実施する。

会員歯科医師を対象に「診療所で行う口腔機
能向上研修会」を開催し、オーラルフレイルに
対する知識を高め、各会員診療所よりオーラル
フレイル予防等啓発を図った。

市民のオーラルフレイルの認知度が低いことから認知
度向上につとめるほか、オーラルフレイルに関する講
演や研修会を実施する。

43 神奈川県栄養士会

横浜市の介護予防事業、地域ケアプラザGOGO健
康等の栄養講話で、噛み応えと栄養の関連につ
いて、オーラルフレイルを予防する視点を盛り
込む。

栄養ケア・ステーションを通し、横浜市内介護
予防教室の依頼が８件。
県歯科医師会と連携したモデル事業で当会で作
成したリーフレットを活用し、オーラルフレイ
ルの周知に努めた。

・継続して市内介護予防事業に取組む。

44 神奈川県栄養士会
在宅での訪問栄養食事指導において、歯科医
師、歯科衛生士と情報共有し、口腔ケアを通し
て口から食べられる状態を維持する。

・「高齢者の摂食嚥下セミナー」を開催し、高齢期に
おける摂食嚥下のメカニズムと個別対応のポイントを
歯科医師から学ぶ研修会の開催を予定。

45
横浜市食生活等改善
推進員協議会

食育啓発の場において、実りの世代に対して
「口から食べることの大切さ」を伝える。

食育啓発の場において、実りの世代に対して
「口から食べることの大切さ」を伝えた。

食育啓発の場において、実りの世代に対して「口から
食べることの大切さ」を伝える。

高
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46 横浜市薬剤師会
薬局にてリーフレットを配布し啓発活動を実
施。

実施なし。 実施なし。

47
横浜市心身障害児者
を守る会連盟

当会が開催する福祉大会にて、昭和大学歯学部
スペシャルニーズ医学講座から講師を招いて口
腔ケア研修会を開催し、研修にあわせて歯科衛
生士から実技指導を受ける。行政機関へは協力
歯科医院との連携システムの構築と二次医療機
関の新設を要望していく。

当会が開催する福祉大会にて、昭和大学歯学部
スペシャルニーズ医学講座から講師を招いて口
腔ケア研修会を開催し、研修にあわせて歯科衛
生士から実技指導を受けた。行政機関へは協力
歯科医院との連携システムの構築と二次医療機
関の新設を要望した。

当会が開催する福祉大会にて、二次医療機関の新設並
びに横浜市歯科医療センターと地元歯科医との連携を
発展強化し、障害児者の歯科医療システムをさらに充
実発展させることを大会宣言の中で伝える。行政機関
へは二次医療機関の新設と協力歯科医院との連携シス
テムの構築を要望していく。

48 横浜市歯科医師会

 所定の研修会を修了した会員が在籍する歯科診
療所を心身障害児者歯科診療協力医療機関と定
め、  横浜市歯科保健医療センターおよび心身
障害児者歯科診療協力医療機関を中心とする会
員歯科診療所において、高次歯科医療機関と連
携し、障害児・者の歯科診療や歯科口腔保健指
導を行う。

 所定の研修会を修了した会員が在籍する歯科
診療所を心身障害児者歯科診療協力医療機関と
定め、  横浜市歯科保健医療センターおよび心
身障害児者歯科診療協力医療機関を中心とする
会員歯科診療所において、高次歯科医療機関と
連携し、障害児・者の歯科診療や歯科口腔保健
指導を行った。

 所定の研修会を修了した会員が在籍する歯科診療所を
心身障害児者歯科診療協力医療機関と定め、  横浜市
歯科保健医療センターおよび心身障害児者歯科診療協
力医療機関を中心とする会員歯科診療所において、高
次歯科医療機関と連携し、障害児・者の歯科診療や歯
科口腔保健指導を行う。

49 横浜市歯科医師会
医療的ケア児・者は歯科受診率が低いため、横
浜市歯科保健医療センターで訪問歯科診療を実
施することで歯科口腔保健の啓発を行う。

医療的ケア児・者に対し、横浜市歯科保健医療
センターで訪問歯科診療を実施している。

横浜市歯科保健医療センターの訪問歯科診療事業にお
いて医療的ケア児・者を対象とした歯科診療の充実を
図り、歯科口腔保健活動の啓発を行う。

50 横浜市歯科医師会
障害福祉の関係機関・団体等からの依頼に応じ
て、 横浜市歯科保健医療センター職員が障害
児・者の歯科口腔保健に関する講演等を行う。

障害福祉の関係機関・団体等からの依頼に応じて、 横
浜市歯科保健医療センター職員が障害児・者の歯科口
腔保健に関する講演等を行う。

51 横浜市歯科医師会
市内の障害児・者歯科診療を担う高次歯科医療
機関の担当者と、障害児・者の歯科診療及び歯
科口腔保健について協議、意見交換を行う。

市内の障害児・者歯科診療を担う高次歯科医療
機関の担当者と、障害児・者の歯科診療及び歯
科口腔保健について協議、意見・情報の交換を
行った。

市内の障害児・者歯科診療を担う高次歯科医療機関の
担当者と、障害児・者の歯科診療及び歯科口腔保健に
ついて協議、意見交換を行う。

52 神奈川県栄養士会
障害児者、障害者の施設での栄養管理におい
て、歯と口に関する取組についても重要と捉
え、情報共有をする。

「障害児者の栄養ケア」をテーマに令和６年11
月在宅栄養ケア研修会を開催した。
歯科医師より「障害児者の摂食嚥下機能につい
て」、管理栄養士より 「障害児者の栄養ケ
ア」講義があり、 69名の 参加者があった。

口腔機能障害を学ぶスキルアップ研修会を開催　「障
害児者にみられる口腔内の特徴と口腔機能食害による
食事課題」歯科医師を講師に研修し、食関連課題の事
例を通した栄養介入方法を学ぶ演習の開催　11月。
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53 横浜市歯科医師会
平時より関係機関・団体と連携、調整し、災害
時における歯科口腔保健活動の準備、対策を会
員歯科診療所も含めて行う。

関係機関・団体と連携、調整し、災害時におけ
る歯科口腔保健活動の準備、対策を各本会、地
区歯科医師会ならびに会員歯科診療所も含めて
行った。

関係機関・団体と連携、調整し、災害時における歯科
口腔保健活動の準備、対策を各本会、地区歯科医師会
ならびに会員歯科診療所も含めて行った。

54 神奈川県栄養士会
災害時において、噛みにくい等、配慮が必要な
方々への食生活支援を歯科、行政と協力して行
う。

・ビッグレスキューにて、避難所内保健医療福祉活動
訓練に参加　食支援必要な事例に対応　11月。

55 神奈川県栄養士会
栄養を考えた備蓄食品、災害時に活用できる簡
単調理の方法などの普及啓発。

・令和6年度11月ビッグレスキューに参加。
・3月逗子市消防・防災フェアに参加。
　DAT号、備蓄食品の展示、パッククッキング
紹介。

・令和７年度11月ビッグレスキューに参加。
・昨年同様３月　逗子市、消防・防災フェアに参加DAT
号展示、災害時備蓄食品展示、パッククッキング紹
介。

56
横浜市保健活動推進
員会

地域での歯科口腔保健の推進に向け、関係団体
の協力を得て研修を行う。

57 横浜市薬剤師会
歯科医師会とオーラルフレイル予防に関する情
報共有を行う。

実施なし。 三師会合同での会議にて、情報共有を予定。

58 横浜市薬剤師会
医師会とオーラルフレイル予防に関する情報共
有を行う。

実施なし。 三師会合同での会議にて、情報共有を予定。

59 横浜市歯科医師会

本会及び会員歯科診療所は全てのライフステー
ジにおいて一貫して歯科健診に関与している市
内唯一の団体、医療機関である特性を生かし、
関係機関・団体との連携を重視、推進していく
ことで歯科口腔保健の充実をはかる。

本会及び会員歯科診療所は全てのライフステー
ジにおいて一貫して歯科健診に関与している市
内唯一の団体、医療機関である特性を生かし、
関係機関・団体との連携を重視、推進していく
ことで歯科口腔保健の充実を図っている。

本会及び会員歯科診療所は全てのライフステージにお
ける歯科健（検）診に関与している市内唯一の団体、
医療機関である特性を生かし、関係機関・団体との連
携を重視、推進していくことで歯科口腔保健の充実を
図る。
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60 横浜市歯科医師会

関係機関・団体と連携して6〜７月に歯と口の健
康週間中央行事を開催するほか、歯と口の健康
週間（6月4〜10日）を中心に区歯科医師会にお
いても歯と口の健康に関する啓発活動を行う。

関係機関・団体と連携して6〜７月に歯と口の
健康週間中央行事を開催するほか、歯と口の健
康週間（6月4〜10日）を中心に区歯科医師会に
おいても歯と口の健康に関する啓発活動を行っ
た。また、体験型のイベントとして「よこはま
ズーラシア」と協働し歯と口の健康週間行事を
企画、開催した。
食育に携わる機関、関係団体と協議し、健康寿
命の延伸に向けて「生活習慣病の発症予防や重
症化予防の取組」をおこなっている。
Wellness Port YOKOHAMA～第３期健康横浜２１
いざ出航～のイベントブースに出展し、歯周病
検診の周知や重症化予防の推進とかかりつけ歯
科医の役割について説明した。

関係機関・団体と連携して6〜７月に歯と口の健康週間
中央行事を開催するほか、歯と口の健康週間（6月4〜
10日）を中心に区歯科医師会においても歯と口の健康
に関する啓発活動を行う。　　　　　　　　　　　食
育に携わる機関、関係団体と協議し、健康寿命の延伸
に向けて「生活習慣病の発症予防や重症化予防の取
組」を行う。

61 神奈川県栄養士会
横浜市歯と口の健康週間・フェスティバルへの
後援に協力。

・歯と口の健康週間中央行事2024年の会員への
周知。
・他県内各地域での「お口の健康フェスタ」に
参加協力。

・横浜市歯と口の健康週間　名義使用承認協力。
・他県内各地域での「お口の健康フェスタ」に参加協
力。

62 神奈川県栄養士会
健康チャレンジフェア、ハローヨコハマに出展
ブースを設け、栄養相談アドバイスに応じる。

・11月健康チャレンジフェアで県歯科医師会と
オーラルフレイルをテーマにスタンプラリーに
参加した。

・10月25日健康チャレンジフェアで県、歯科医師会、
歯科衛生士会と連携しオーラルフレイルのスタンプラ
リーを行う。

63 横浜市医師会
横浜市内18区にある在宅医療連携拠点内が活動の一環
として、市民啓発講演会を開催。名称：歯とお口の健
康習慣イベント。

64 横浜市医師会

横浜市内18区にある在宅医療連携拠点内が活動
の一環として、研修を３件開催。名称：摂食嚥
下スキルアップ研修、噛む噛むエブリバディ、
歯科医師会の上手なかかり方。

共
通

945
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令和６（2024）年度～令和17（2035）年度

第3期

ダイジェスト版
横浜市民の最も大きな健康課題の一つである
生活習慣病の予防を中心とした、
横浜市における総合的な健康づくりの指針です

横浜市

横浜市健康福祉局健康推進課
〒231-0005  横浜市中区本町6-50-10
TEL（045）671-2454　FAX（045）663-4469

令和7年（2025年）11月

健康横浜２１
公式Instagram

健康に役立つ情報を随時発信中！
@kenkoyokohama21

資料４
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＜ 国民生活基礎調査より厚生労働省研究班「健康寿命算定プログラム」を用いて本市算出 ＞

要支援の要因

関節疾患
14.1％その他

15.6％

無回答
21.9％

高齢に
よる衰弱
9.9％

脳血管疾患 8.0％脊髄損傷 4.0％
心臓病 3.8％

パーキン
ソン病
2.9％

＜ 人口動態統計（横浜市分） ＞

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
（人）

悪性新生物 心疾患 脳血管疾患
肺炎 誤嚥性肺炎死亡数の推移 老衰

健康寿命の延伸

主要な健康課題の改善

生活習慣の改善・意識や行動の変化 環境の改善

取組領域

取組
テーマ

取組を
推進する
10の視点

①将来を見据えた健康づくり
②性差を踏まえたヘルスリテラシー支援
③ナッジやインセンティブの活用
④環境の創出と利活用

⑤つながりで進める健康づくり
⑥誰も取り残さない健康支援
⑦デジタル技術の有効活用
⑧平時からの健康づくり

⑨産学官連携・共創
⑩前計画からの継続課題

生活習慣の
改善に向けた取組

生活習慣病の発症予防や
重症化予防の取組

健康に望ましい行動を
取りやすくする環境づくり

直接成果 直接成果

中間成果

基本目標（最終成果）

●栄養・食生活
●歯・口腔
●喫煙
●飲酒

●運動
●休養・こころ
●暮らしの備え

●健康診査
●がん検診
●歯科健診
●糖尿病等の疾患

●食環境づくり
●給食施設の栄養管理
●受動喫煙防止対策
●職場における健康づくり

女性の乳房の悪性新生物（がん）
75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）

横浜市
全国

10％

12％

14％

16％

18％

20％

22％

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
＜ 人口動態統計 ＞

（H22）

（R1）

平均寿命
健康寿命

平均寿命
健康寿命

65 70 75 80 85 90

80.29

70.93

82.03

72.60

日常生活が
制限される期間
9.36年
日常生活が
制限される期間
9.43年

男
性

65 70 75 80 85 90

平均寿命
健康寿命

平均寿命
健康寿命

日常生活が
制限される期間
12.65年
日常生活が
制限される期間
12.78年

平均寿命
健康寿命

平均寿命
健康寿命

86.79

74.14

87.79

75.01

（H22）

（R1）
女
性

悪性新生物
（がん）
27.7％

心疾患
14.6％

老衰
13.8％

その他
21.9％

脳血管疾患 6.4％

肺炎 3.8％
誤嚥性肺炎 3.7％

不慮の事故 3.2％
肝疾患 1.7％
腎不全 1.6％
自殺 1.6％

＜ 令和３年　人口動態統計（横浜市分） ＞

40
～
44

45
～
49

50
～
54

55
～
59

60
～
64

65
～
69

70
～
74

129.1

128.0

130.7

129.4

129.7

128.5
127.3

125.9
124.0

122.5
121.9

119.7

120.6

116.7

（歳）

16.1 16.3 16.4 16.5 16.5 15.8 15.5

18.4
19.3 19.8

17.6
19.1

16.6 17.3

この1か月間ほとんどの日に
おいて身体の部分に
痛みを経験したか

痛みの部位は（複数回答）

経験が
ある
46.8％

経験は
ない
53.2％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

腰

肩

首

その他

膝

60.3％

43.7％

31.9％

25.1％

24.1％

＜ 令和５年度　健康に関する市民意識調査 ＞
※冊子本体には記載なし

40歳以上における
歯周炎を有する者の割合 あり

65.3％

なし
34.7％

＜ 令和２年　県民歯科保健実態調査（横浜市分） ＞

要介護の要因

認知症
15.0％

その他
17.4％

無回答
16.2％

高齢による衰弱 8.0％

脳血
管疾患
16.6％

関節疾患 4.9％

パーキンソン病
3.5％

がん 2.9％

脊髄損傷
2.3％ 骨折・転倒

13.4％

骨折・転倒
19.7％

男性 LDLコレステロール（mg/dl）平均値

110

115

120

125

130

135

140

＜ 令和２年　NDBオープンデータ ＞

横浜市
全国

横浜市民の健康を取り巻く現状分析の中から、「予防効果が表れやすい」「改善の余地がある」「健康寿命の延伸への寄
与」といった視点により、取り組む必要性の高い、主要な健康課題を選定しています。

計画期間 令和６年度～令和17年度

基本理念 共に取り組む生涯を通じた健康づくり

基本目標 健康寿命の延伸

悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患の３つの
疾患で半数を占めます。

悪性新生物（がん）、心疾患、老衰は増加傾向です。

主な死因 主な疾患の死亡数推移

＜ 令和４年度　横浜市高齢者実態調査 ＞

健康上の問題で日常生活が制限
されることなく生活できる期間
（健康寿命）の平均（年）

直近値（R1）

男性72.60
女性75.01

男性73.70以上
女性76.42以上

目標値（R13）最終成果指標

男性のBMIや腹囲は全国平均並みで、LDLコレステロール
（いわゆる悪玉コレステロール）の値は全国値より高いです。

男性の肥満や脂質異常症の改善2

不慮の溺死及び溺水による死亡数

＜ 令和３年　人口動態統計（横浜市分） ＞

0
10
20
30
40
50
60
70
80

（人）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12（月）
0

20

40

60

80

100

120
（人）

0 15 30 45 60 75 90（歳）

全体の65.3%が
11月～3月に発生

全体の93.1%が
65歳以上

不慮の事故による死亡率が全国より高いです。特に冬
場の高齢者の溺死及び溺水による死亡数が多く、入浴
時のヒートショックの可能性が考えられています。

高齢期の不慮の事故による死亡率の減少9

体系図

横浜市の現状

第３期健康横浜２１とは 横浜市の主要な健康課題

生活習慣病による早世（若くして亡くなること）を減
らすことは、SDGsにおける国際的な目標であり、本
市にとっても重要です。

生活習慣病の予防を通じた早世の減少1 健康寿命に影響する日常生活の制限には、腰痛症
（特に男性）が関連していることがわかっています。

腰痛の予防と改善7

「要支援」となった原因を見ると、骨折・転倒の割合が
最も多く、骨粗鬆症の発症予防が重要です。

骨折・転倒により介護が必要な状態となることの減少8

女性の乳がんによる75歳未満年齢調整死亡率は、
全国よりも上回っている状態で推移しています。

女性の乳がんの死亡率の減少3

糖尿病に関する指標は全国値と比較して良好ですが、
様々な疾患への影響が大きく、予防が大切です。

糖尿病の重症化の予防4

喫煙に関する指標は、全国値と比較して良好ですが、
悪性新生物（がん）、循環器疾患（脳血管疾患、虚血性
心疾患）、糖尿病にも共通する主要なリスク要因です。

喫煙・受動喫煙の減少5

こころの健康は、身体の健康とも関連があります。栄
養・食生活、身体活動・運動、睡眠、飲酒、喫煙などは
うつ病や不安障害との関連が明らかになっています。
　　

成人期・壮年期のメンタルヘルスの向上10

歯周炎は全身疾患との関連が指摘されており、40歳
代以上で有病率が高いため、対策をとることが重要
です。

歯周炎の予防と改善6
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BMI平均値男性

20

21

22

23

24

25

26

23.87
24.28

25.37

最上位県 横浜市 最下位県

全国 24.30

BMI平均値女性

20

21

22

23

24

25

26

22.12 22.16

23.79全国 22.51

最上位県 横浜市 最下位県

「主食・主菜・副菜を組み合わせた
食事が1日2回以上の日がほぼ毎日」

の人の割合

0％

20％

40％
41.3％

34.3％

H25 R2

※最上位県・最下位県とは、47都道府県の中で、最も値が上位もしくは下位だった県
＜ 令和２年　NDBオープンデータ ＞

＜ 健康に関する市民意識調査 ＞

40歳代における歯周炎を
有する者の割合

20～60歳代における
「オーラルフレイル」の
言葉を知っている者の割合

0％

20％

40％

60％

55.8％ 54.1％

H28 R2

知っている
17.5％

知らない
82.5％

＜ 令和２年度　健康に関する市民意識調査 ＞ ＜ 県民歯科保健実態調査（横浜市分） ＞

生活習慣に大きく影響する就学・就業の有無等を考慮した、
３つのライフステージを設定しています。

ライフステージと取組テーマを踏まえて、市民一人ひとりが、世代に応じた健康づくりに取り組めるように、親しみやすく、わかり
やすい表現で20項目の「市民の行動目標」を設定し、その行動を取りやすくするための取組を行います。

働き・子育て世代 実りの世代育ち・学びの世代

ライフ
ステージ

取組テーマ

栄養・食生活

歯・口腔
喫煙
飲酒

運動

休養・こころ

暮らしの備え

健康診査
がん検診
歯科健診

糖尿病等の疾患

育ち・学びの世代
（乳幼児期～青年期） 

働き・子育て世代
（成人・壮年期）

実りの世代
（高齢期）

乳幼児期
（0～6歳）

学齢期
（７～15歳）

青年期
（16～22歳頃）

成人期
（20～39歳）

壮年期
（40～64歳）

高齢前期
（65～74歳）

高齢後期
（75歳～）

１日３食、栄養バランスよく食べる
適正体重を維持する

屋内で生じる「まさか」の事故を防ぐ
１年に１回、健診を受ける

定期的に歯のチェック
検査結果に応じた生活習慣の改善・

早期受診・治療継続

「口から食べる」を維持する
禁煙にチャレンジ

飲酒のリスクを踏まえ「飲み過ぎない」を心がける
日常の中で「こまめに」動く
定期的に「しっかり」運動する

睡眠の質を高める・ストレスに気付き、対処する
つながりを大切にする

自然災害等の「もしも」の健康リスクに備える

定期的にがん検診を受ける

しっかり噛んで食後は歯みがき
タバコの害を学ぶ・吸い始めない
飲酒のリスクを学ぶ・飲み始めない

体を動かすことを楽しむ

早寝・早起き、ぐっすり睡眠

取組を推進する10の視点
行政等が取組を推進する際に、その効果を高めるために意識すべきことを「取組を推進する10の視点」として掲げています。
ライフコースアプローチ（胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり）の重要性を踏まえるととも
に、健康に関心がある人だけに届きやすい取組に偏らず、健康格差の拡大を防ぎ、予防効果を高め、時代に即したものとする
ためのものです。

前計画からの
継続課題

つながりで進める
健康づくり

誰も取り残さない
健康支援

環境の創出と
利活用

平時からの
健康づくり

デジタル技術の
有効活用 産学官連携・共創

ナッジや
インセンティブの活用

性差を踏まえた
ヘルスリテラシー支援

将来を
見据えた健康づくり

現状・課題

学校、保育所等での給食等を通じた食育の実践や、
性別・年代別の特性を踏まえた栄養バランスや適正体重維持の啓発を行います。

１日３食、栄養バランスよく食べる ／ 適正体重を維持する
育ち・学びの世代 働き・子育て世代 実りの世代

しっかり噛んで食後は歯みがき 「口から食べる」を維持する
育ち・学びの世代 働き・子育て世代 実りの世代

直近値（R2）主な指標

34.3％ 50％以上

52.4％ 58％以上

目標値（R14）

家庭で体重を測定する習慣のある者（週に1回以上）の割合

「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が
１日２回以上の日がほぼ毎日」の人の割合

健全な口腔機能の発達の支援を行います。
オーラルフレイル予防に取り組めるよう関係団体と連携して啓発します。

オーラルフレイルとは・・・
口の働きが弱くなり、
放置すると全身の健康にも
影響する可能性がある
状態です。

※一部、第５章　横浜市歯科口腔保健推進計画より

直近値主な指標 目標値（R14）
68.7％（R3）

17.5％（R2）

65.3％（R2）

72.2％以上

20％以上

60％以下

12歳児でむし歯のない者の割合

20代～60代における「オーラルフレイル」の言葉を知っている者の割合

40歳以上における歯周炎を有する者の割合（年齢調整値）

●乳幼児・学齢期のむし歯は減っています。
●20～60歳代における「オーラルフレイル」の
言葉を知っている人の割合は低い状況です。

●40歳代における歯周炎を有する人の割合は
明らかな変化がありません。

●栄養バランスのよい食事をして
いる人の割合が減少しています。
●20～60歳代の男性、40～60歳
代の女性の肥満の割合が改善し
ていません。
●20歳代女性や高齢者のやせも
課題です。

栄養・食生活

歯・口腔

市民の行動目標と取組に関する考え方 生活習慣の改善に向けた取組
取組の対象とするライフステージ

ライフステージ別の市民の行動目標

行政等の取組内容

現状・課題

行政等の取組内容

現状・課題

1

2

－4－ －5－48



＜ 横浜市体力運動能力調査 ＞

0%

20%

40%

H29 R4

44.8%
40.9%

睡眠で休養が取れている人の割合

30%

50%

70%

90%
H25 R2

60.2%
70.3%

64.9%
70.2%

80.9% 81.2%

20～59歳男性 20～59歳女性 60歳代全体

地域の人 と々関わりを持とうと
思う人の割合

0%

20%

40%

60%

H25 R2

63.4%

49.1%

年齢別喫煙率

H22 H25 H28 R1 R4
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

総数
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代

20歳未満と同居する人の喫煙率

0%

10%

20%

30%

40%

29.9%
25.9%

10.5% 10.1%

男性 女性

H25 R2

＜ 健康に関する市民意識調査 ＞ ＜ 国民生活基礎調査（横浜市分） ＞
※冊子本体には記載なし

＜ 健康に関する市民意識調査 ＞

週3回以上授業以外で運動や
スポーツをする小中学生の割合

20歳未満の飲酒の危険性を啓発します。
飲酒による身体等への影響を啓発し「酒は百薬の長」といった
イメージの払拭に取り組みます。

●週３回以上運動している小・中学生は減少しています。
●健康のために意識して体を動かす人は約半数にとどまっています。
●生活習慣病予防に効果的な運動習慣がある人は半数以下です。

外遊びや体を動かす遊びを推奨します。こまめに体を動かすことや
座りすぎ防止を普及します。運動の継続と習慣化を促す仕掛けづくりを行います。

●20歳未満と同居する男性の喫煙率
は減少していますが、女性の喫煙率
は、ほとんど変化がありません。
●20歳未満で喫煙を開始すると、悪
性新生物（がん）や虚血性心疾患な
どのリスクやニコチンへの依存度が
高くなります。

●全体の喫煙率は減少していますが、
30歳代は上昇傾向にあります。

関係機関・団体と連携した20歳未満への喫煙防止教育を行います。
職場ぐるみの禁煙チャレンジを支援します。

直近値主な指標
18.6％（R2） 14％以下
13.1％（R4） 12％以下

目標値（R14）

20歳以上の喫煙率
20歳未満と同居する者の喫煙率

直近値（R2）主な指標

86.0％ 92％以上

男性 16.4％
女性 13.5％

男性 12％以下
女性 ８％以下

目標値（R14）

生活習慣病のリスクを高める量
を飲酒している者の割合

習慣的に飲酒をしていない
（週２日以下）20代の割合

直近値主な指標 目標値（R14）
週３回以上、授業以外に運動やスポーツをする子どもの割合
健康のために、意識して体を動かしている市民の割合
20～64歳で生活習慣病予防に効果的な運動習慣（１回30分・週２回以上）がある人の割合
座ったり寝転がったりして過ごす時間が長い人の割合

40.9％（R4）
52.9％（R2）
26.9％（R2）
49.5％（R5）

50％以上
65％以上
30％以上
47%以下

●１日の睡眠時間が６時間未満の小学５年生が５％以上います。
●20～59歳の睡眠による休養が取れている人の割合は、平成25年度に比べ、男女ともに増加しています。
●地域の人々と関わりを持とうと思う人の割合が減少しています。

睡眠と生活習慣病の関係性等を通じて、規則正しい生活習慣の大切さを啓発しま
す。メンタルヘルスに関する情報発信をします。周囲の人とつながるきっかけを提
供し、人とのつながり、楽しみや心のよりどころを見つける大切さを啓発します。

直近値主な指標 目標値（R14）
１日の睡眠時間が６時間未満の
小学生の割合

小５男子 6.9％（R4）
小５女子 5.5％（R4）

49.1％（R2）

５％以下

睡眠で休養が取れている人の割合

地域の人 と々関わりを持とうと思う人の割合

20～59歳男性 70.3％（R2）
20～59歳女性 70.2％（R2） 75％以上

55.5％以上

睡眠は量と質の両方が大切です。
十分な睡眠時間と質の高い睡眠
が確保されると、死亡のリスクが減
ることがわかっています。

睡眠の量と質コラム

世代別の推奨睡眠時間

質の良い睡眠を
得るためのポイント！
▶朝日をしっかり浴びる
▶朝食を必ず食べる
▶すきま時間に体を動かす
▶カフェインを摂り過ぎない

小学生
中学・高校生
成人

 ９～12時間
 ８～10時間
 ６時間以上

60歳以上  寝床にいる時間は
 ８時間以内

運動

睡眠の質を高める・
ストレスに気付き、対処する
つながりを大切にする

早寝・早起き、ぐっすり睡眠
育ち・学びの世代 働き・子育て世代 実りの世代

休養・こころ

タバコの害を学ぶ・吸い始めない 禁煙にチャレンジ
育ち・学びの世代 働き・子育て世代 実りの世代

喫煙

飲酒のリスクを学ぶ・飲み始めない
育ち・学びの世代

飲酒

純アルコール20gの目安
日本酒
度数：15％
量：180ml

焼酎
度数：25％
量：約100ml

ウイスキー
度数：43％
量：60ml

ビール
度数：5％
量：500ml

ワイン
度数：14％
量：約180ml

缶チューハイ
度数：5％　量：約500ml
度数：7％　量：約350ml

現状・課題現状・課題

行政等の取組内容

行政等の取組内容

飲酒のリスクを踏まえ
「飲み過ぎない」を心がける

働き・子育て世代 実りの世代

●20歳未満はアルコールの分解が遅いため、急性アルコール
中毒や臓器に対する悪影響を引き起こしやすい状況です。
●生活習慣病のリスクを高める量※を飲酒している人が一定
数います。

●少量であっても飲酒自体が発症リスクを上げてしまう疾患
があり、飲酒量をできる限り少なくすることが必要です。
※【生活習慣病のリスクを高める量】 １日当たりの純アルコール摂取量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上

現状・課題

体を動かすことを楽しむ
育ち・学びの世代

日常の中で「こまめに」動く
定期的に「しっかり」運動する

働き・子育て世代 実りの世代

現状・課題

行政等の取組内容

行政等の取組内容

現状・課題

3

4

5

6
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※男性の「悪性新生物・乳房」は死亡者数が少数のため掲載していない。
＜ 平成28年から令和２年　人口動態統計（横浜市分） ＞

有意に高い
有意に低い

全死因

男性
女性

0.978

1.002

0.988

1.021

0.946

1.032 1.168

- -

0.956

0.977

0.938

0.996

0.997

1.063

1.016

胃 結腸 直腸 肺 子宮乳房※
悪性新生物（がん）

横浜市
国民健康保険
特定健診受診率

0%

10%

20%

30%

25.4%
21.8%

26.0%

R1 R2 R4

過去1年間に
歯科健診を
受けた者の割合

0%

20%

40%

R2H25

47.9% 48.2%

＜ 横浜市国民健康保険　特定健診法定報告 ＞

＜ 健康に関する市民意識調査 ＞

健康診査

生活習慣病の発症予防や重症化予防に向けた取組

●自然災害や感染症などの予期せぬ事態により、日常生活に変化が生じる可能性があります。
●冬場の高齢者の溺死及び溺水による死亡数が多く、ヒートショックの可能性が考えられます。
　特に普段から血圧が高めの高齢者は日々の血圧管理が大切です。

自然災害等の事態でも健康を維持する行動や心構えを普及します。
日々の血圧管理の大切さや、ヒートショック予防策を周知します。

●40歳以上の横浜市国民健康保険加入者における特定
健診の受診率は、新型コロナウイルス感染症の影響を受
け低下していましたが、回復してきています。

●後期高齢者医療保険に移行する75歳からの健診受診率
の低下を防ぐことが重要です。

健診の意義や結果の見方の普及を行います。
横浜市健康診査の受診勧奨を強化します。

１年に１回、
健診を受ける

働き・子育て世代 実りの世代

直近値主な指標

26.0％（R4） 40.5％以上

13.7％（R3） 24.1％以上

目標値（R14）

75歳の市健康診査受診率

特定健診受診率
（40歳以上の横浜市国民健康保険加入者）

●横浜市民の死亡数のうち約３割の死因は悪性新生物（が
ん）が占めています。

●がんの早期発見・早期治療には、がん検診の受診率向
上、精密検査受診率の向上の両方が必要です。

横浜市の死亡率が、全国と比べてどの程度高いかを示すもの。
値が１以上の場合、該当死因による横浜市の死亡率が高い。

■標準化死亡比

歯科健診

●歯や口腔の病気は自覚症状がないまま進行することが多
いため、定期的な歯科健診の受診が必要です。

●１年間に歯科健診を受けた人の割合はほぼ変化してお
らず、引き続きの取組が必要です。

各世代に応じた必要な情報の啓発を行います。
歯科疾患と全身疾患との関連性の啓発について、生活習慣
病対策と連携して取り組みます。

直近値主な指標

48.2％（R2） 55％以上

43.6％（R4） 50％以上
目標値（R14）

妊婦歯科健診受診率
20代～60代における過去１年間
に歯科健診を受けた者の割合

●糖尿病は重症化すると、全身に様 な々合併症を引き起こす疾患です。
●命に関わるものや生活への影響が大きいものがあり、発症・
重症化の予防は命を守り、生活の質を保つために重要です。

糖尿病等の疾患
検査結果に応じた
生活習慣の改善・
早期受診・治療継続働き・子育て世代 実りの世代

定期的に
歯のチェック

育ち・学びの世代 働き・子育て世代 実りの世代

治療継続や重症化予防のための健康相談を行います。糖尿病
の正しい知識の普及、妊娠糖尿病や合併症予防を啓発します。

直近値主な指標

22.4％（R5） 30％以上

67.4％（R2） 75％以上

目標値（R14）

糖尿病と診断された人の
治療継続者の割合

HbA1cの名称と
その意味を知っている人の割合

生活習慣改善の必要性に関する認識

改善が
必要だと思い、
すでに
取り組んでいる
31.9％

改善は
必要だが、
今すぐ変える
つもりはない
28.1％

改善が
必要だと思い、
1か月以内に
取り組みたい
と思う
20.9％

改善が
必要だと
思わない
14.0％

「生活習慣の改善は必要だが、今
すぐ変えるつもりはない」「関心が
ない」人の割合は、３割でした。

第３期健康横浜２１では、個人の
生活習慣の改善だけにアプローチ
するのではなく、「健康に望ましい
行動を取りやすくする環境づくり」
に新たに取り組みます。

＜ 令和２年度　健康に関する市民意識調査 ＞

生活習慣への意識コラム

自然災害等の「もしも」の健康リスクに備える
屋内で生じる「まさか」の事故を防ぐ

働き・子育て世代 実りの世代

ヒートショックとは、暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な
温度変化によって血圧が変動し、身体がダメージを受けることをいい、
ヒートショックを防ぐための知識と行動がリスク軽減につながります。

ヒートショックとはコラム

脱衣所

血
圧

浴室 浴槽
高

低
寒い脱衣所で
服を脱ぐと血管が

収縮し血圧が上昇する

寒い浴室に入り
さらに血圧が
上昇する

お湯に浸かると血管が
拡張し、今度は急激に
血圧が低下する

温度のバリアフリー化を！
ヒートショックのリスクが高い入浴時は特に注意しましょう

設定温度は
41度以下に

POINT

お湯に
浸かるのは
10分以内

POINT

入浴前に家族に
一言かける

POINT

入浴前に
水分を取る

POINT

湯はり時に
浴室を暖める

POINT

かけ湯をしてから入る
POINT

脱衣室も
暖めておく

POINT

●おうちの断熱性を高める　 ●トイレ・廊下・玄関を暖める など

※必ずしも、ヒートショックを起こさない事を保証するものではございません。ご了承ください。
＜ STOP!ヒートショックHP ＞

現状・課題

行政等の取組内容

暮らしの備え

ヒートショック予防の
ポイント

入浴時の7つ+
おうち全体の対策ポイント

現状・課題

現状・課題

現状・課題

行政等の取組内容

がん検診 定期的にがん
検診を受ける

働き・子育て世代 実りの世代

対象年齢となる全市民へ個別勧奨通知を送付します。地域団
体による活動等を通し、がん検診・がん予防の啓発を行います。

直近値（R4）主な指標
43～57％ 60％以上

目標値（R14）
各種がん検診受診率

行政等の取組内容

行政等の取組内容

現状・課題

行政等の取組内容

7 1 2

3 4

直近値主な指標 目標値（R14）
健康を維持するための災害時の備えをしている人の割合
自宅で血圧を毎日測定する習慣のある人の割合
ヒートショックの予防方法を知っている人の割合
過去１年間に転倒したことがある高齢者の割合
横浜健康経営認証事業所のうち腰痛予防に取り組んでいる事業所の割合

常備薬 20％（R2）
60代 20.5％（R2）

94.9％（R5）
21.7％（R4）
32.5％（R5）

常備薬 30％以上
60代 29.5％以上

94.9％以上
18.5％以下
35％以上

※ ※

※令和6年度第２回健康横浜２１推進会議において、値の修正について承認済

関心がない
5.2％

視力低下、失明
糖尿病網膜症

歯肉からの出血
歯がグラグラする

歯周病
かかりやすい
重症化しやすい

感染症

糖尿病性
神経障害

足の感覚が鈍る
潰瘍、切断

腎機能が低下し
人工透析

糖尿病性腎症

自覚症状がないからといって
放置していると、
次のような合併症の
リスクが高まります。

心筋梗塞、脳梗塞

重要な血管の
動脈硬化

※

※令和７年度第１回健康横浜２１推進会議において、値の修正について承認済
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受動喫煙防止対策 職場における健康づくり

食環境づくり 給食施設の栄養管理

健康に望ましい行動を取りやすくする環境づくり

●健康に関心が薄い人、関心を持つ余裕がない人は、自ら
健康的な食事を選ぶことが難しい状況です。

●誰もが健康に必要な食事の内容と量を自然に選択でき
るようになるためには、食品関連事業者等とともに、商品
の開発や選択できる環境を整えることが必要です。

産学官が連携し、健康への関心の有無にかかわらず、誰も
が健康的な食事ができる食環境づくりを推進します。
食環境づくりの枠組みを整備します。
食品関連事業者向けPR及び研修会等を開催します。

直近値（R6）主な指標

64店舗 145店舗以上

目標値（R14）
栄養バランスのよい食事を選択
できる環境づくりに資する取組
を行っている店舗数

●給食施設が、利用者の健康状態、栄養状態を把握し、適
切な栄養管理、栄養教育を行っています。

●栄養バランスのよい食事をしている人の割合が減少して
います。

生活習慣病予防や健康づくりを推進するため、適切な栄養
管理が行えるよう、給食施設に対する研修会を開催します。
全ての給食利用者に対して適切な栄養管理が実施できる
よう給食施設を支援するため、巡回指導等を実施します。

行政等の取組内容

直近値（R4）主な指標

66.5％ 68％以上

93.1％ 98.8％以上

目標値（R14）

非常食糧を備蓄している
給食施設の割合

給食利用者による給食内容の
評価の実施の割合

●健康増進法の改正により、施設屋内の受動喫煙防止対
策は進みましたが、一部、対策が不十分な事業所が存在
しています。
●全体としての受動喫煙機会は減少していますが、法の規
制がない屋外や家庭での受動喫煙が顕在化しています。

●25～59歳の女性の約８割、男性の９割以上は就労して
います。
●職場における健康づくりが、さらに重要になってきています。

横浜健康経営認証制度を活用し、健康経営について啓発
します。従業員の健康づくりに取り組みやすくなるよう、情
報発信やコンテンツ提供を行います。

直近値（R4）主な指標
1,104
事業所

1,854
事業所以上

43.9％ 48％以上

目標値（R14）

健康状態の改善を感じている
横浜健康経営認証クラス
AA、AAA認証事業所の割合

横浜健康経営認証
新規認証事業所数（累計）

店舗の巡回や飲食店向け講習会等を通じて法の周知を行
います。受動喫煙の多い駅周辺等での啓発の強化や関係
機関と連携して家庭内や子どもの受動喫煙防止啓発に取
り組みます。

行政等の取組内容

直近値（R2）主な指標
路上
職場内
飲食店
公園
家庭内

24.3％以下
7.3％以下
7.2％以下
3.9％以下
7.1％以下

目標値（R14）

非喫煙者のうち日常
生活の中で受動喫煙
の機会を有する者の
割合

路上
職場内
飲食店
公園
家庭内

26.6％
8.7％
8.6％
5.2％
8.5％

■健康横浜２１推進会議を構成する関係機関・団体（令和７年10月現在）
①横浜市PTA連絡協議会
②神奈川産業保健総合支援センター
③横浜南労働基準監督署　
④日本チェーンストア協会 相鉄ローゼン株式会社
⑤JA横浜
⑥一般社団法人 横浜市食品衛生協会
⑦横浜市保健活動推進員会

⑧横浜市食生活等改善推進員協議会
⑨株式会社神奈川新聞社
⑩株式会社テレビ神奈川
⑪一般社団法人 横浜市医師会
⑫一般社団法人 横浜市歯科医師会
⑬一般社団法人 横浜市薬剤師会　
⑭公益社団法人 神奈川県栄養士会

⑮公益社団法人 横浜市スポーツ協会
⑯禁煙・受動喫煙防止活動を推進する神奈川会議
⑰全国健康保険協会神奈川支部
⑱神奈川県国民健康保険団体連合会
⑲健康保険組合連合会神奈川連合会

＜ 国民生活基礎調査より厚生労働省研究班「健康寿命算定プログラム」を用いて本市算出 ＞
※計画策定後に算出した令和４年の数値を記載しています。

1年目
R6（2024）

第3期健康横浜21
開始

第4期健康横浜21
開始終了年度

2年目 3年目 4年目 5年目 7年目

中間評価 最終評価 第4期
計画策定

8年目 9年目 10年目
6年目

R11（2029）
11年目

R16（2034）
12年目

R17（2035） R18（2036）

性差を踏まえた健康づくりの必要性コラム

女性男性

健康寿命

H22 H25 H28 R1 R4
70

71

72

73

74

75

76
（歳）

70.93

74.14

71.14

75.3

71.52

74.48

72.6

75.01

73.1

74.49

行政と地域・職域の関係機関・団体との協働や、民間事業者・大学等との連携による共創を通じた取組を行っていきます。
計画の推進体制

第３期計画は、令和６年度から令和17年度までの12年間を計画期間としたものですが、効果的に取組を進めるため、
令和11年度に中間評価を行い、計画の進捗状況を確認し、把握された課題を踏まえ計画後半の取組を強化します。
計画最終年度の前年度である令和16年度には計画の最終評価を行い、次期計画の策定に生かします。

評価スケジュール

将来を見据えた健康づくりの強化
❶ 職場を通じた健康づくり
❷ 女性の健康づくり応援
❸ 青年期からの意識啓発
❹ 健康を守る暮らしの備え

デジタル技術等の更なる活用
❼ 健康状態の見える化と行動変容の促進

誰も取り残さない健康支援
❽ 糖尿病等の重症化予防
❾ 健康格差を広げない取組

地域人材の育成/活動支援
10 地域のつながりで行う健康づくり

自然に健康になれる環境づくり
❺ 食環境づくり
❻ 禁煙支援・受動喫煙防止

各区福祉保健センターを地域の健康
づくりの拠点として、全てのライフス
テージを対象に、市民の健康行動につ
ながる啓発活動を行います。また、行
政が中心となって関係機関・団体等と
共に10の重点的な取組を行います。

10の重点取組

計画の推進

現状・課題

行政等の取組内容

現状・課題

行政等の取組内容

現状・課題

行政等の取組内容

現状・課題

行政等の取組内容 女性は、ライフステージごとに女性ホルモンの量が劇的に変化するという特性があり、年代別にかかりやすい
病気が違ってくるため、それぞれの健康課題を踏まえた健康づくり支援が必要です。
女性の健康寿命が短縮傾向であることを踏まえ、横浜市では女性の健康づくりに重点的に取り組んでいきます。

1 2

3 4

※計画策定後に算出

※

－10－ －11－

女性のライフステージと健康

10 20 30 40 50 60 （年齢）
思春期 性成熟期 更年期 老年期
月経開始

月経前症候群（PMS）／
月経困難症／月経不順

閉経妊娠・出産・育児

子宮内膜症・子宮筋腫

乳がん・子宮がん・卵巣がん
うつ

やせ 生活習慣病・骨粗しょう症
皮膚の乾燥・泌尿器の病気不妊

更年期障害

女性ホルモンの量
（エストロゲン）
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令和７年度 障害児・者に向けた歯科口腔保健に関する取組について 

 

１ 障害児・者の歯科口腔保健推進事業 

(1) 概要 

 障害児・者及び支援者に対し、歯科口腔保健の重要性を啓発するため、むし

歯や歯周病の予防等に関する歯科健康教育を実施しています。 

(2) 対象者 

 市内障害者通所施設利用者や区生活教室参加者等 

(3) 実施場所 

 市内障害者通所施設等、各区福祉保健センター 

(4) 実績（過年度） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施回数 54回 45回 52回 

 

２ 本市職員の人材育成 

本市に勤務する歯科専門職が、障害児・者に対する歯科口腔保健に関する取組

を推進していくため、人材育成を行っています。 

(1) 障害児・者への歯科健康教育に関する実務検討 

 区歯科衛生士らによるグループワークを実施し、これまで各区で実施した事

例を元に、事業実施の留意点や対応方法の共有を行いました。 

 また、就労継続支援Ｂ型事業所及び地域活動支援センターにおける歯科健康

教育を視察し、区歯科衛生士へ課題把握のためのヒアリングを行いました。 

 今後、これらの情報を集約し、歯科健康教育の手引書の作成を行います。ま

た、対象者に向けて効果的な歯科健康教育を実施できるよう、障害特性に応じ

た視覚素材の作成を行います。 

(2) 研修会の実施 

 上記(1)で作成した手引書および視覚素材の活用方法等について研修を行

い、歯科健康教育を各区において均質的かつ効果的に行われるようにします。 

 

３ 今後の予定 

９月 歯科保健担当者会議でのグループワーク実施 

１月 歯科健康教育手引書・素材完成 

２月 職員向けの研修会を実施（手引書および視覚素材についての説明） 

通年 各区での歯科健康教育実施 
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令和７年度 青年期に向けた歯科口腔保健に関する取組について 

 

１ 横浜市全域を対象とした取組 

(1) 当事者と連携した取組 

 青年期向けに訴えかけるポスターを、岩崎学園の学生と協力して制作します。 

 本ポスターは市内の大学及び専修学校内に掲示し、歯科健診の必要性等、歯の健康への

関心を高めるきっかけづくりを目的としています。 

 さらに、職域（20歳代以降の働き世代）にも歯科健診の必要性を広く周知するため、駅

構内等のデジタルサイネージを活用して、啓発活動を展開する予定です。 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

(2) インターネット広告を活用した啓発 

 昨年度制作した動画を活用し、特定のユーザー層（15歳から 24歳）に配信される、位置

情報を活用したジオターゲティング広告を通じた情報発信を行います。 

 

＜参考：R6年度 ジオターゲティング広告実績 放映期間 令和７年２月１日～３月２２日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各区での取組 

(1) 学祭等でのイベントでの啓発 

 市内大学の大学祭等において唾液をつかったむし歯菌の簡易検査や、滑舌チェックなどの

啓発ブースを出展し、歯と口の健康を考える機会を提供しています。 

 また、青年期向けに制作したまんがパネルを区のイベント等で掲示し、啓発を行います。 

 

３ 取組スケジュール 

12月 ポスターデザイン完成 

12～１月  ジオターゲティング広告で動画配信 

１月    デジタルサイネージデザイン完成 

３月    市内交通機関のデジタルサイネージで広告実施 

通年  各区のイベント等での啓発 

表示場所 表示回数 クリック数 

市内ショッピングモール（77 か所） ２，１８４，７５１ ２，７７７ 

市内大学（31 か所） ２５６，４９３ ３９４ 

合計（106 か所） ２，４４１，２４４ ３，１７１ 
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